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開   会    午前１０時０５分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、令和２年第３回東串良町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番 瀨戸山譲一議員及び

４番 牧原完治議員を指名します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 会期決定の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月２８日までの１９日間としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月２８日までの１９日間に決定しました。 

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります案のとおりです

ので、御了承願います。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 諸般の報告 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 諸般の報告を行います。 

本日までに受理した陳情の２件は、お手元に配りました陳情書の写しのとおり、教

育産業常任委員会に付託しましたので、報告します。 

また議長及び町長の報告は、お手元に印刷して配付してありますので、報告を省略
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します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 同意第１０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

議 長（田之畑） 

日程第４ 同意第１０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求め

る件を議題とします。 

町長から提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

同意第１０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明申し上げます。 

東串良町池之原５４１番地の竹之内広臣さんを固定資産評価審査委員会委員に選任し

たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

提案理由は、固定資産評価審査委員会委員の任期満了により、新たに選任するもので

ございます。御審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから同意第１０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める

件を採決します。 

本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は同意することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第 ５ 議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

               運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の 

               制定について 

◆ 日程第 ６ 議案第５２号 東串良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

               を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

◆ 日程第 ７ 議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい 

               て 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第７ 

議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてまでの３件を一括議題とします。 

各件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

それでは、ただいま議題となりました議案第５１号から議案第５３号までを御説明

申し上げます。 

初めに、議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げ

ます。 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の

運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業所において、３歳に到達し

た翌年度に児童が教育・保育の提供を受けることができる場合は、連携施設の確保を

必要とするなど関係条例の一部を改正するものでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

次に、議案第５２号 東串良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業

等において、３歳に到達した翌年度に児童が教育・保育の提供を受けることができる

場合は、連携施設の確保を不要とするなど、関係条例の一部を改正するものでござい
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ます。よろしくお願いいたします。 

最後に、議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児

童支援員の資格要件の拡大のため、関係条例の一部を改正するものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

各件については、本日は上程のみとさせていただきますので、御了承願います。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第 ８ 議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号） 

◆ 日程第 ９ 議案第５５号 令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号） 

◆ 日程第１０ 議案第５６号 令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別 

               会計補正予算（第２号） 

◆ 日程第１１ 議案第５７号 令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定） 

               特別会計補正予算（第１号） 

◆ 日程第１２ 議案第５８号 令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号） 

◆ 日程第１３ 議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第８ 議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号）から日

程第１３ 議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）まで

の６件を一括議題とします。 

各件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

それでは、ただいま議題となりました議案第５４号から議案第５９号までを説明申し

上げます。 

初めに、議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号）について、

御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９億２，４１２万３，０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ７３億５，０００万円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」によるところであります。 

次に、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事
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項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」によるところでございます。 

また、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」によるところでございます。よろし

くお願いいたします。 

次に、議案第５５号 令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７万５，０００円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ１１億１，４０４万２，０００円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるところでございます。よろしくお願いいたします。 

次に、議案第５６号 令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計

補正予算（第２号）について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１７万８，０００円を追加し、歳入歳出

それぞれ９億８，９５３万円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」によるところでございます。よろしくお願いいたします。 

次に、議案第５７号 令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特別

会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１万８，０００円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ６７７万７，０００円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

によるところでございます。よろしくお願いいたします。 

次に、議案第５８号 令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０７万５，０００円を追加し、歳入歳出

それぞれ１億４２万３，０００円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」によるところでございます。よろしくお願いいたします。 

最後に、議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて、御説明申し上げます。 

収益的収入及び支出については、収益的支出の予算予定額に４５１万６，０００円

を追加し、１億１，５３０万円といたしました。 

次に、議会の議決を得なければ流用することのできない経費については、第３条に

よるところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

各件については、本日は上程のみとさせていただきますので、御了承願います。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１４ 報告第２号 令和元年度東串良町財政健全化判断比率及び資金不足比率 
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              の報告について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１４ 報告第２号 令和元年度東串良町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とします。 

町長の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

報告第２号 令和元年度東串良町財政健全化判断比率及び資金不足比率について、

御報告申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の

規定に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を付して

報告いたします。 

まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支額が共に黒字であり、良好

な状態であります。 

次に、実質公債費比率は、早期健全化基準２５％に対し、本町は７．４％であり、

良好な状態であります。 

次に、将来負担比率は、早期健全化基準３５０％に対し、本町はマイナス１５．

７％であり、良好な状態であります。 

最後に、資金不足比率は、資金不足がなく良好な状態であります。 

以上で、報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

以上で、報告第２号 令和元年度東串良町財政健全化判断比率及び資金不足比率の

報告についてを終わります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１５ 認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１６ 認定第２号 令和元年度東串良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

              定について 

◆ 日程第１７ 認定第３号 令和元年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会 
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              計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１８ 認定第４号 令和元年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特 

              別会計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１９ 認定第５号 令和元年度東串良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

              認定について 

◆ 日程第２０ 認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認 

              定について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１５ 認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について

から日程第２０ 認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についてまでの６件を一括議題とします。 

各件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

それでは、ただいま議題となりました、認定第１号から認定第６号までを地方自治

法第２３３条第３項及び同法第２４１条第５項の規定により、議会の認定に付すため

に、ここに別紙監査委員の意見を付して、決算書並びに関係書類を提出した次第でご

ざいます。 

初めに、認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について、御

説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額５５億４，３８５万２，

９９６円、調定額５６億７，３１９万５４８円に対し、収入済額５６億４８４万２，

１６９円でございます。 

また、不納欠損額２２４万９，３８５円、収入未済額６，６０９万８，９９４円で

あります。 

次に、歳出合計におきましては、予算現額５５億４，３８５万２，９９６円に対し、

支出済額５３億８，０４８万２，３６３円、翌年度繰越額３，６８１万１，０００円、

不用額１億２，６５５万９，６３３円でございます。よろしくお願いいたします。 

次に、認定第２号 令和元年度東串良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、御説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額１１億３，１３４万６，

０００円、調定額１１億８，７７０万２，７９８円に対し、収入済額１１億４，５９

２万４２１円でございます。 

また、不納欠損額２６８万３，０００円、収入未済額３，９１１万９，３７７円で

あります。 

次に、歳出合計におきましては、予算現額１１億３，１３４万６，０００円に対し、

支出済額１１億２，３０９万８，５４７円、不用額８２４万７，４５３円でございま
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す。よろしくお願いいたします。 

次に、認定第３号 令和元年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計歳

入歳出決算認定について、御説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額８億９，３１６万５，

０００円、調定額９億４，５３８万５，８４７円に対し、収入済額９億４，１０３万

６，０６７円でございます。 

また、不納欠損額１０５万３，７４０円、収入未済額３２９万９，４７０円であり

ます。 

次に、歳出合計におきましては、予算現額８億９，３１６万５，０００円に対し、

支出済額８億７，０８３万２３９円、不用額２，２３３万４，７６１円でございます。

よろしくお願いいたします。 

次に、認定第４号 令和元年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会

計歳入歳出決算認定について、御説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額５８１万３，０００円、

調定額７１８万５，１６０円に対し、収入済額７１８万５，１６０円でございます。 

不納欠損額及び収入未済額は、共にゼロ円です。 

次に、歳出合計につきましては、予算現額５８１万３，０００円に対し、支出済額

４８６万２，８８３円、不用額９５万１１７円でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

次に、認定第５号 令和元年度東串良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、御説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額９，０７９万９，００

０円、調定額９，１５５万４，６８９円に対し、収入済額９，１４８万１，３８９円

でございます。 

また、不納欠損額ゼロ円、収入未済額は７万５，９００円であります。 

次に、歳出合計につきましては、予算現額９，０７９万９，０００円に対し、支出

済額９，０７４万３７８円で、不用額５万８，６２２円でございます。よろしくお願

いいたします。 

最後に、認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、御説明申し上げます。 

決算状況につきましては、歳入合計におきまして、予算現額１億２，１９９万９，

０００円、調定額１億３，７２３万６，７２３円に対し、収入済額１億２，４６０万

７，６４３円でございます。 

また、不納欠損額７，３８０円、収入未済額１，２６２万１，７００円であります。 

次に、歳出合計におきましては、予算現額１億２，１９９万９，０００円に対し、

支出済額１億３７０万３，２４３円、不用額１，８２９万５，７５７円でございます。 

なお、令和２年度から地方公営企業法を適用する東串良町水道事業となったことに

伴い、令和２年３月３１日をもって打切り決算となっております。よろしくお願いい

たします。 
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議 長（田之畑） 

これから一括して質疑に入りますが、各件については、特別委員会を設置し、これ

に付託を予定しておりますので、お含みの上、御質疑願います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

各件については、議長及び議会選出監査委員を除く８名の議員で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、各件については、議長及び議会選出監査委員を除く８名の議員で構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

引き続いて、特別委員の選任を行います。 

お諮りします。 

決算審査特別委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、１番 

小川香織議員、２番 児玉勇治議員、３番 瀨戸山譲一議員、４番 牧原完治議員、

５番 西園貞美議員、７番 前田 隆議員、８番 上園ミキ議員、９番 宮地利雄議

員、以上の８名を指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定し

ました。 

これより決算審査特別委員会は、委員長及び副委員長の互選を行います。そのため、

議長は決算審査特別委員会を議員控室に招集します。なお、決算審査特別委員会の年

長委員は、前田 隆議員であります。 

ここで暫時休憩します。 
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休  憩 午前１０時３２分 

――――――◇―――――― 

再  開 午前１０時３８分 

 

議 長（田之畑） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

決算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決定した旨、通知を受けましたのでお

知らせします。 

委員長に牧原完治議員、副委員長に宮地利雄議員、以上のとおりです。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで本日の日程は全部終了しました。 

次の本会議は、９月１５日午前１０時より会議を開きます。 

本日は、これで散会します。 

 

散  会    午前１０時３９分 



令和２年第３回東串良町議会定例会（第２号） 

 

開  会 令和２年９月１５日 午前１０時００分 

散  会 令和２年９月１５日 午後 ２時０９分 

 

出 席 議 員 （１０人）  

１番 小 川 香 織      ２番 児 玉 勇 治 

３番 瀨戸山 譲 一      ４番 牧 原 完 治 

５番 西 園 貞 美      ６番  泊  重 巳 

７番 前 田  隆       ８番 上 園 ミ キ 

９番 宮 地 利 雄     １０番 田之畑  稔 

 

欠 席 議 員 （０人） 

 

 

会議録署名議員（会議規則第１２７条） 

３番 瀨戸山 譲一       ４番 牧 原 完 治 

 

地方自治法第 121 条の規定による出席者は次のとおりである。 

町  長    宮 原  順    住民課長        宮 地 利 行 

副町長    畠 中 勇一郎   企画課長         中 島 孝 一 

教育長    天 神 康 男   農地課長兼農業委員会事務局長   前 田 秀 一 

会計管理者  有 嶋 義 昭   管理課長兼学校給食共同調理場所長  田 尾  勝 

総務課長   江 口 勝 志   社会教育課長        吉 留 潤一郎 

農林水産課長 瀬戸口 雅 樹   総務課長補佐        上 野 史 生  

福祉課長   吉 永 広 史           

税務課長   東水流  勝    

建設課長   甫 村 良 教 

    

    

職務のため出席した者の職・氏名 

 事務局長   大 園 保 広    書  記   浜 屋 啓 子 

 

議 事 日 程   別紙のとおり 

会議に付した事件   別紙のとおり 

会 議 の 経 過   別紙のとおり 

 



日程第  1 一般質問

日程第  2 議案第54号

日程第  3 議案第55号

日程第  4 議案第56号

日程第  5 議案第57号

日程第  6 議案第58号

日程第  7 議案第59号

議　事　日　程

令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）

令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予
算（第２号）

令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補
正予算（第１号）

令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号）

令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）



日程第  1 一般質問

日程第  2 議案第54号

日程第  3 議案第55号

日程第  4 議案第56号

日程第  5 議案第57号

日程第  6 議案第58号

日程第  7 議案第59号

令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）

会　議　に　付　し　た　事　件
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開   会    午前１０時００分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

直ちに議事に入ります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 一般質問 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

おはようございます。 

通告に従いまして、２点質問させていただきます。 

まず、１点目ですが、公共交通事業者応援給付金についてであります。今回初めてタ

クシー業者に対して給付金が１６０万円予算化されたわけですが、町の説明によります

と、タクシー業者は令和２年度４月の収入が令和元年度４月の収入に対して約４５％の

減であったとのことです。このタクシー業者の収入減は深刻な状況だと思いますが、今

回の給付金の額は来年の３月までの収入を見越して算出された１６０万円であるか伺い

ます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

おはようございます。お答えします。 

応援給付金の１６０万円の額につきましては、今年度の減収分を補填する性質のもの

ではございません。例えば国の持続化給付金の場合、対前年月と今年度の同月を比較い

たしまして、５０％以上減となる場合に法人の場合は２００万円が支給される制度です。

Ｋ・Ｔ交通さんの場合、今年の４月が前年の４月と比較した場合、約４５％減収となっ

ていましたが、国の持続化給付金の給付基準である５０％に僅か５％足りなかったばか

りに２００万円の持続化給付金の給付を受けることができませんでした。そこで町とい

たしましては、国の持続化給付金の考え方をベースに５０％で２００万円ですから、こ

の金額を単純に５等分した場合、１０％は４０万円となりますから、Ｋ・Ｔ交通さんの

場合、４０％台ということで、国の持続化給付金の上限２００万円から４０万円を差し

引いて上限１６０万円とさせていただいたところでございます。 
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以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいまの町長の答弁によりまして、給付金の額が分かったところでありますが、新

型コロナウイルスの対策として飲食店等には補助金が支給され、町民にも再び２万円の

給付金が支給されます。今回のタクシー業者への給付金は、とても重要なことだと私は

思っています。交通弱者にとって、柏原からはバスの運行がなく、タクシーが唯一の移

動手段だからです。もし、新型コロナウイルスがこのまま終息することなく、タクシー

業者の営業状態が悪化し続けた場合、継続して応援給付金を給付する考えがあるか、伺

います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

今回の応援給付金につきましては、国の令和２年度第２次補正予算の成立を受けまし

て、本町へも新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額が示され

たところでございます。この交付金を活用した今回の応援給付金でありますが、コロナ

の感染拡大で減収が継続しているからという状況において、応援給付金を継続的に支給

するということは考えておりません。ただ、国の臨時交付金事業としまして、各市町村

様々な事業が取り組まれている中で、本町といたしましてはタクシーを地域公共交通の

要であると位置づけまして、事業継続のための給付金事業として実施したところでござ

います。御理解をいただきたいと思っております。 

なお、今後の経営安定対策の一つといたしまして、現在実施しておりますバス廃止路

線代替タクシー運行事業の周知を行いまして、タクシー利用の拡大を図ってまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいま町長からの回答がありましたので、応援給付金に対しては質問を終了します

が、さきに述べたとおり、柏原はもちろんですが、町内の交通弱者にとってタクシーは

唯一の移動手段です。新型コロナウイルスにより飲食店を初め、あらゆる会社や自営業
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が経営困難に陥っています。タクシー業者も例外ではないと思います。そうした場合を

想定して、本町も移動のための交通手段を考えなければいけないと思いますが、既にも

う何回も同僚議員から町内を１周するバスを出してはどうかとか、以前私も公用車や一

般車両の承諾をもらって、ステッカーを貼って、自家用車を走らせてはどうかなど提案

してきました。また、町民の中からは柏原だけにタクシーの補助があるのはおかしいと

言われて、町長の意見を聞き、協議もしてきたわけですが、良い返事を頂いておりませ

ん。鹿屋にはくるりんバスがあります。肝付町はおでかけタクシーがあるように、決し

て本町も解決できない問題ではないと思います。柏原のタクシーの乗車率の減少は、新

型コロナウイルスだけではないと思います。私の近くに住むタクシーを利用されていた

方が施設に入ったり、また、高齢で亡くなられたりしています。これも一つの原因だと

私は思っています。 

このようなことを考え、もしタクシー業者の経営困難により営業が中止となった場合、

それに代わる交通手段を考えていないか、これまでの経緯を踏まえ、再度町長にお尋ね

します。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

タクシー利用者につきましては、コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が発

令した直後、利用者が激減したわけですけれども、最近では、昨年度同月の売上げ水準

まで戻りつつあるという状況のようでございます。交通弱者対策といたしまして、町内

を１周するバスを走らせる方法もありますが、その場合、タクシーの利用者が減ること

で経営を圧迫する可能性があり得ますので、慎重な対応が必要と考えております。 

経営難となった場合、これに代わる交通手段を考えているのかというお尋ねでござい

ますが、現在Ｋ・Ｔ交通は本町で唯一のタクシー会社であります。このことからコロナ

禍において売上げが落ち込んでいる大変な状況を乗り越えて事業を継続していただける

ように応援給付金事業で支援を行っている状況下でございまして、現在も頑張って経営

されておりますので、現時点におきまして経営難で事業が困難となった場合の具体的な

代替手段につきましては、答弁は控えさせていただきたいと思っております。 

また、事業収益が上がるように、先ほど申し上げましたが、現在実施しておりますバ

ス廃止路線代替タクシー運行事業の周知を行いまして、タクシー利用者の拡大を図って

まいりたいと考えております。確かに今まで利用されていた方が施設に入所されたり亡

くなられたりということが利用者減の要因の一つでもあることは確かだと思っておりま

すが、一方で先日代替タクシーの制度を知らなかったという方からの利用申込みがつい

先日あったことから、新たな利用者の掘り起こしにも取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

さらには、本町で唯一のタクシー会社でありますので、地域の大事な公共交通を町民
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の皆様の御協力も頂きながら守っていくということも重要であると思っておりますので、

本町のような過疎地域におきましては、交通網がどうしても弱いということから移動手

段の中心がどうしても自家用車が主体とならざるを得ません。しかしながら、自家用車

があり、タクシー利用の必要がない方も年に一、二回でも利用いただけるならば、タク

シー会社への力強い支援につながるのではないでしょうか。タクシーは交通弱者の方々

や町外からの来町者が利用されるなど本町になくてはならない地域公共交通機関であり

ます。行政と町民の皆さんで力を合わせて町ぐるみで大事な交通移動手段を守り抜いて

いけたらと思っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

この問題は、柏原だけの問題ではなく、町全体のこととして捉えていただいて、町民

が病院や買物に気軽に行けるような交通手段を再度考えていただくことを希望しまして、

私の二つ目の質問に移ります。 

２点目は、志布志湾内の流木等の取扱いについてであります。 

柏原海岸の漂着物と湾内の漂流物は、それぞれ何課が対処しているかを伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

志布志湾内の海岸につきましては、保全地域を除く一般公共海岸におきましては、管

理者が鹿児島県となります。また湾内の海域につきましては、志布志港の港湾区域及び

本町の石油備蓄基地、タンカー泊地のある波見港周辺の港湾区域におきましては、管理

者は鹿児島県で、それ以外の海域につきましては、国土交通省港湾事務所並びに船舶の

航行に支障を来すおそれのある場合、その航路に限って流木除去など船舶交通の安全確

保は志布志海上保安署が管轄でございます。海岸への海洋ごみ漂着物につきましては、

海岸管理者は鹿児島県でございますが、県の補助事業を活用させていただきまして、住

民課において業務委託をし、定期的な清掃を行い、環境美化に努めているところでござ

います。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 
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２ 番（児 玉） 

ただいま町長が言われたとおり、住民課によって海岸の漂着物は町所有のビーチクリ

ーナーやシルバー等により清掃がなされています。私も海岸によく行くのですが、すご

くきれいな状態です。私の今回の問題点は湾内の漂流物です。漁協によりますと、湾内

に１０メートルを超える杉の木が漂流し、それを海岸に引き上げるにはクレーン等が必

要で、その代金は漁協で支払っているとのことでした。また特に大雨や台風後に流木が

多いとのことです。もし、この流木に漁業用の網が絡まると１週間ぐらいは漁ができな

いとのことです。漁民にとっては、死活問題です。このように流木が湾内にあった場合、

漁協から役場への何らかの連絡があるのか、またあった場合、どのような対処を行って

いるのか、お願いします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

台風豪雨等の影響による流木等の除去、処分につきましては、漁業者にとりまして深

刻な問題だと認識しております。今年７月の豪雨災害で大崎町、田原川付近に大量の流

木が漂着した際は、役場農林水産課漁業担当者にも連絡を頂いております。流木除去、

処分につきましては、東串良漁協からも関係機関に早急な対応をお願いされたところで

ございましたが、漁場回復のため、急を要することから東串良漁協において自主的に流

木除去を実施していただいたところでございます。その際は、県林務課、水産課、大崎

町、本町の漁協担当者も流木除去の立会いに参加させていただいております。漁協で取

り除き切れなかった流木につきましては、その後、関係機関にて対応していただき、ま

た東串良漁協の流木除去にかかった費用につきましても、現在鹿児島県商工労働水産部

水産振興課の指導を頂きながら、国の支援事業を活用させていただく方向で調整を行っ

ているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

以前なんですが、漁協が湾内の流木の処理を大隅地区振興局に連絡したがなかなか処

理してもらえなかったということなんですよ。そこで流木を漁民の方が船で港に運んで

きて、その後の流木の処置を役場にお願いしたら、役場がすぐ処理をしてくださったと

いうことですごく感謝されていました。よく同僚議員が肝属川や串良川に流れてくるご

みは、全て柏原海岸に流れ着くのだから、もっといろんな場所で訴えるべきではないの

かと言われます。また、補助金の増額も訴える必要があるのではとも言って町長に質問
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されたことがあります。私が教育産業常任委員長として、そして町長と議長の３名で肝

属川改修促進連盟会の会議に出席したとき、司会者がその他に何かありませんかと尋ね

られた際に、町長は、肝属川、串良川のごみは全て柏原海岸に漂着するのだから、その

対策と予算増を訴えておられたのを私は聞いたのですが、例えば補助金の増があったと

か、何か変化があったか尋ねます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

議員おっしゃるとおり、私も関係する国・県の会合等出席の際には、柏原海岸関係に

つきましては、特にお願いをさせていただいております。先ほど申し上げましたが、平

成３０年度から海岸への海洋ごみ漂着物につきましては、県の補助事業を活用させてい

ただきまして、住民課において、シルバー人材センター等に業務委託しておりますが、

効果といたしましては、シルバー人材センター等の活躍及び安定的な雇用の創出と定期

的な清掃によります柏原海岸の環境美化に大いに効果があるものと感じております。今

後観光客を増やすためにも柏原海岸付近は対策等を一層強化すべきと考えておりますの

で、私も要望活動には今後全力で努める所存でございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

私が聞いたとおり、流木にかかるクレーン代は漁協が払っているということですので、

湾内に流れてきた漂流物に対しては漁協だけの費用負担は不公平があるんじゃないかと

感じています。湾内の漂流物についても漁協だけの問題ではなく、国土交通省九州地方

整備局志布志港湾事務所に対して漁協と連絡を取り、一体となっていろんな方法を取る

べきだと思うんですが、先ほどその流木に対しての担当者もいるようなことを聞きまし

たので、さきに述べたとおりこのことについてもう１回町長にお尋ねします。係とかそ

の辺を。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

志布志湾内におきましては、県管轄の海域、国管轄の海域と区分されておりまして、
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協議等必要となりますし、漂流物確認は陸上とは違って、海上では潮の流れで場所が移

動しますし、海面から沈んで確認できないなどなかなか容易ではございません。 

また緊急時の流木除去につきましては、船舶の航行に支障を来す航路に限ってと制限

等があるようでできる範囲で限られております。また、今年の豪雨災害等で志布志湾か

らも人員・清掃船と有明海、八代海の方に応援に行かれており、漁業者の方が期待され

るスピード感は出せない状況ではないかと考えております。そのような背景も考慮しま

すと、漁場において軽度の流木除去につきましては、急を要する場合、受益者である東

串良漁協において自力で対応していただき、必要な経費に対しましては、国の制度で支

援事業もありますので、有効に活用していただければと考えておるところでございます。 

町といたしましては、流木除去の規模によっては、今後東串良漁協と連携を図りなが

ら関係機関に強く要望してまいりますし、環境省、農水省など各種補助事業の情報提供、

また関係機関との連絡調整などできる限りの後方支援を行っていく所存でございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

さきに述べたとおり、補助金のある海岸への漂着物に対しては、ビーチクリーナーや

シルバー等によりきれいに処理され問題はありませんが、漂流物に対してはクレーン等

の費用、その他必要な費用等の問題があります。今、町長が答弁されて町を挙げて漁協

と問題に取り組んでいきたいという言葉を聞いて安心したところです。今後も町の所管

課もどこか分かりませんけれども、農林水産課なりになってもらって、漁協と密な連絡

を取っていただいて漂流物がきれいに除去されることを願いまして、私の一般質問を終

わります。 

 

議 長（田之畑） 

それでは、次に３番 瀨戸山譲一議員の発言を許します。 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

じゃあ、質問させていただきます。 

まず１番目、インターネットの活用と今後の運営についてですけども、①の町長の現

在のインターネットへの取組状況を尋ねるという前に、去年企画課のある職員さんの計

らいでシーズコーポレーションというところに企画をしていただいて、東京から３人の

中高生が東串良に来て、東串良の問題点、いろんなこれからのことを勉強してもらって、

いろいろ発表会があったという企画がありましたけれども、その３人の中の１人、挨拶

がてら開口一番言われた、ちょっと私もショックを受けたんですけれども、最初挨拶を

するとき、１人の高校生が言った衝撃的な質問というか、ばんとぶつけてきた内容とい
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うのを町長は覚えていますか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

記憶にございません。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

自分も衝撃を受けたんですけれども、開口一番に言われたのは、なぜ東串良はＳＮＳ

に取り組んでいないのかということでしたよね。それから後ほどずっと３人いろいろと

発表してくれたわけですけれども、彼らがやっぱり駆使してその発表会で使うツールと

いうのは、全てＳＮＳでした。だからこのインターネットかれこれについて取り組んで

いないよという指摘を最初でされたわけですけれども、そのことを覚えていますか、町

長。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えしますが、我がまちも光ファイバーを設置いたしまして、もう十何年になりま

すけれども、もちろん私もその光ファイバーは引いておりますけれども、そういう中で

今現在、５Ｇ、これを飛び越えて６Ｇになりそうです。そういう中で私の能力がそれに

なかなかついていけなくて、そういうことで本町でもホームページにて情報発信を行う

とともに県が運営管理するマイナンバーカードを活用した各種申請システム、電子申請

システムを利用して、電子申請を実施しております。私の能力以上に職員がいっぱいい

ますので、この職員がもちろんたけておりまして、私はただ言うだけです。調べるのは

職員ですので、そこは職員を大いに買っております。するのも職員です。そういうこと

で、この電子入札を今年度より段階的に実施しておりますとともに、社会教育課では、

唐仁古墳群研究室というアカウントで情報発信を行っております。 

また、私個人といたしましては、自分自身の後援会の事務所のホームページ及びブロ

グページを開設しておりますが、なかなか進んでおりませんけれども、現在公務での発

信が主体となっておりまして、今後しないように更新は控えている状況でございます。 

また、我がまち町長室にもインターネットのパソコンを設置いただきまして、情報収

集に努めておるのが現在でございます。 

以上です。 
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議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

その情報収集というのは、どんなツールでされているんですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

検索するといろいろと出てきます、どこそこと。ツールとかなんとか私、意味が分か

りませんので、まだ勉強不足ですけれども。私はただ言うだけですけれども。とにかく

検索はしております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

お聞きしたいのは、今２市５町、垂水、鹿屋、それから肝付４町を含めて、今言いた

いのは、実はフェイスブックのことなんですけれども、垂水の尾脇市長と、それから肝

付町の永野町長がフェイスブックをふんだんに活用していらっしゃいます。南大隅の森

田町長は、町のホームページにブログをずっと掲載していらっしゃいますけれども、こ

のフェイスブックに関して役場の複数の職員さん、そしてさっき言った東京から来た３

人のうちの齋藤さんがしょっちゅうフェイスブックを通じて東串良のことをアピールし

てくださっていることをインターネットで見たことがありますか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

見ております。肝付町から何からの。そうしたときに、どうしても職員体制というん

ですか、大崎町も肝付町もですが、秘書政策課を設けておりまして、秘書が打っている

のも事実だろうと思っております。我がまちも秘書が必要ではないかなと思っているの

が現実でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 
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３ 番（瀨戸山） 

その指摘は当てはまらないと思います。尾脇さんも、それから永野町長も個人でフェ

イスブックで自分でキーボードをたたいていらっしゃいます。その中でまちの様子とか

行事とか、いろんなことを自分自身で発信されていらっしゃるんですよね。もちろん森

田町長の別のタイプでされているわけですけれども。ということは、フェイスブックで

そういう齋藤さんとか、ほかの他町村のを今御覧になったということをいうと、町長の

インターネット、つまりパソコンの中にはフェイスブックがちゃんと入っているという

ことですよね。 

 

議 長（田之畑） 

暫時休憩します。 

 

休  憩 午前１０時３４分 

――――――◇―――――― 

再  開 午前１０時３５分 

 

議 長（田之畑） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

瀨戸山議員の質問を続けます。 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

今、そういう御指摘がありましたので、この辺でちょっと保留というわけではないん

ですけれども、関連性はありますので。やはり自分として申し上げたいのは、やはり首

長トップがトップセールスをしょっちゅう言われているわけで、今はこのＳＮＳ、イン

ターネットを抜きにしてこの時代を語ることはできないということを申し上げたいんで

すね。だからこれもやっぱり首長の町長がリーダーシップを発揮して、そういう取組を

大きく取り組んでいかないと時代に遅れていくと、そういうことになるんじゃないかな

と思っております。 

②に移ります。だから今、ＳＮＳをどう活用していくかということで、②町政を執り

行う上でインターネット活用の指針を各課と協議をしたことはあるか尋ねるということ

で、この件についてお願いします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほどお話ししましたけれども、私個人的には情報収集した内容で、各担当課と協議
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いたしまして、事業につながることはできないかとか、発信可能な情報については随時

協議をしております。今後も関係各課と協議しながら情報発信に努めてまいりたいと考

えております。なお、ペーパーレス化に伴うタブレット議会も検討中でございますが、

この問題につきましても、議員の皆様方に主体的に行っていただければと考えてスムー

ズな移行が可能になると考えております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

今、町長自らタブレットのことをおっしゃったんですけれども、タブレットはこれで

すよね。これがパソコンとは別に携帯用で自分もすごく便利だなと、活用させていただ

いているのは、例えばこの場でも分からない言葉が出てくるとぱぱぱっとすぐ調べられ

るし、こんなすばらしい、だから行政を執り行う上ではタブレットも必須かなという時

代が来たと思います。だから今、町長が議員のタブレット化のこともおっしゃいました。

もちろん今度予算のことでも東串良の小中学生にもタブレットがこれから配布されるわ

けで、それをリードしていく上では町長のリーダーシップをお願いしたいわけですよね。

全てトップ自身からですね。 

③に移ります。だからこれからいまやインターネット発信がトップセールスに必要だ

と思うが、町長自身がどのように企画運営していこうと思っているのか、尋ねるという

ことで、町長がさっきフェイスブックの話がちょっと中断してしまいましたけれども、

さっき言った他町村の首長さんも含めてフェイスブックに取り組む気があるのかないの

か。フェイスブックを通じて自分自身がこれから発信していこうとか、そういう意気込

みがあるのかちょっと聞きたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

フェイスブックには取り組みたいと思っております。 

また、今議員のおっしゃるとおりインターネットにつきましても非常に重要な情報発

信のツールであると私も認識しております。ふるさと納税はもちろんのこと、観光や物

産物、特産物、イベント情報など、今後も町ホームページ等を活用した情報発信はもち

ろんのこと、そのほか、防災など町民の皆様の生活に密着した情報についても関係課と

協議しながら随時、適時に情報発信を行えればと考えております。またインターネット

環境が整っていない方もいらっしゃいますので、広報紙等の情報発信も併せて行ってま

いりたいと考えております。 

以上です。 
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議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

さっきの私の質問にちょっとそぐわない答弁だったかなと思うんですけれども、自分

としてはフェイスブックを利用している尾脇市長、それから永野町長、それから２市４

町であれば３番目に宮原町長もフェイスブックに参加していろいろと町の発信、アピー

ルをしているんだということを願わずにはおれませんので、それを期待していきたいと

思います。 

次に、大きな２番目、コロナ禍の中の農業についてです。 

①コロナ禍の中、東串良町の施設園芸、畜産、露地栽培、稲作、それぞれをどのよう

に状況把握をしているか尋ねるということで答弁をお願いします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

本町の農業、漁業分野におきましては、コロナ禍の影響により全ての品物ではござい

ませんが、おおむね経営水準の低下で依然として経営的にも厳しい状況の中にあると承

知しているところでございます。現在の状況でございますが、まず畜産分野を見てみま

すと、子牛のせり市では今年１月から４月までは大幅な下落は続きましたが、５月以降

は価格はほぼ横ばいで推移している状況でございます。国の支援事業の活用状況ですけ

れども、繁殖牛につきましては、全国平均を下回った場合は、肉用牛の経営支援事業が

ありますけれども、現在のところ、活用の段階には至っていない状況でございます。一

方、肥育牛につきましては、牛マルキン活動もされておりますし、国の経営支援事業に

ついても農協、飼料会社を窓口として申請中でございます。なお、農協、飼料会社に属

さない方におかれましては、役場農林水産課から申請をさせていただいているところで

ございます。 

次に施設園芸、露地野菜、メロン、イチゴ、お茶の品目につきましては、耕種農家の

皆様方に、高収益次期作支援交付金の受付をしていただき、各関係課とも連携を図りな

がら取り組んでいるところでございます。 

次に水稲でございますが、九州農政局の８月２９日の公表におきまして、８月１５日

現在でありますが、令和２年、米作柄につきましては、鹿児島県の早期栽培の作況指数

は、９７、大隅半島では１００ということで１０アール当たりの予想収量は鹿児島県４

４３キロでの作柄でやや不良、穂数、全もみ数ともやや少ないという、また登熟は日照

不足や大雨、高温のほか、カメムシなどが発生した影響で、やや不良という結果でござ

いました。九州農政局の次回調査は９月１５日に実施され、９月下旬に公表される予定
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でございます。 

なお、本町の水稲につきましては、鹿児島きもつき農協東串良支所分では集荷計画２

万３，８０１俵に対しまして、実績が２万２，４２４俵で目標に達しておりません。ま

た１等米の比率も前年２２．３％に対しまして、今回１２．２％、２等米の比率が前年

度は５９．３％に対しまして、今年は７６．７％という結果となったところでございま

す。 

新型コロナウイルスの第２波がただいま全国的に猛威を振るっております。完全な終

息まで数年かかると言われておりますので予断を許さない状況は当面続くと考えており

ます。町の単独支援につきましては、不公平感が出ないように、また町民の皆様に理解

が得られるような公平公正な支援を実施させていただいておりますが、農業・漁協分野

につきましては、現在の国の支援事業を有効に活用していただくよう後方支援させてい

ただいております。本町の農業・漁業等の経営維持安定のため、有効な支援策につきま

しては、今後コロナ禍の影響により経営水準がさらに悪化する場合においては、油断す

ることなく必要に応じ、適時適切に取り組んでまいる所存でございます。御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

今おおむね良好な状況であるということですね。これからどうなるか分かりませんけ

れども、その辺に関しては逐次いろいろと配慮をしていただけるということで、それは

喜ばしいことかなと思います。 

それで②に移ります。これから農業というのが皆さん、世界中の自分はいつも気候変

動のことについて、終始このことで自分の関心課題で農業を考えていかないといけない

と思っているんですけれども、気候変動により難しい農業の経営が予想される中、さら

に町内にはさらなる問題点として、私は、この水土里サークルでもいろいろと発信して

いるつもりですけれども、オオバナミズキンバイ、ジャンボタニシ、水不足があります。

それぞれをどのようにして認識しているか尋ねるんですけれども、この水問題にしても

圃場整備が、もう本当に自分たちはその当時もしんどかったんですけれども、減反政策

が３割ということで水の排水能力も３割落とした設計ということで、今田んぼで水が足

りなくて往生している方々がいっぱいいらっしゃいます。それでＷＣＳをつくって、ほ

ぼ１００％つくっているのに、水の能力は３割ないということを見ると、末端まで届い

てなくて、私もこの中に、タブレットに写真をたくさん撮っているんですけれども、こ

れを今度やっぱり俎上にして上げていかないといけないと思うんですけれども、これも

最初圃場整備してから３０年かかっているんですよね。西牟田地区から川西、前牟田、

あれを見ると水が足りないのを３０年ほったらかしにしている。これはいい例として今

日ここに上げさせてもらったんですけれども、そこを含めて全然行政もそういう問題が
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あるのに取り組んでこなかったということを主眼において、答弁で聞いてみたいと思い

ます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

近年、本町におきましても、特定外来生物の発生を確認しているところでございます。

特に、オオバナミズキンバイについては、８月に農林水産課において生息調査を行った

ところでございます。串良川、肝属川の河川流域の広範囲にわたって水田、畦畔、また

水路に確認されております。農作業への影響や水田環境への変化について危機感を感じ

ているところでございます。 

水田での発生は、全国的にもあまり例がないということで、今年度の水稲については、

議員も御承知のとおり、滋賀県立琵琶湖博物館の職員の方、また８月には九州農政局の

職員の方も現地調査に来られ、関心の高さを痛感した次第でございます。 

特定外来生物につきましては、７月に町民の皆様方へ広報紙への記載やリーフレット

の配布により情報の発信と注意喚起をさせていただきましたが、現在、オオバナミズキ

ンバイを駆除する手段といたしましては、農家の皆様方が日常管理の中で早期に手作業

で除去するしか方法はないところであります。また、生命力が強いため、一旦除去して

も再び繁殖することから、水田内に広がった場合、米の収穫にも影響があるなど、非常

に困難な状況となります。分布域の拡大、防止、また効果的、効率的な駆除方法を確立

することが急務であると考えております。 

先日、大隅振興局との意見交換会では、オオバナミズキンバイ等の情勢について情報

提供をさせていただきました。また鹿児島県農業開発総合センターにも農業関係試験の

研究課題として要望、提案もさせていただきました。なお、農薬会社におかれましても、

岩弘地区に試験圃場を設け、除草剤の試験を行っていると伺っております。今後、町と

いたしましてもオオバナミズキンバイ、そしてジャンボタニシ対策については、各関係

機関と農家において共通認識の下、広域的に取り組んでまいる所存でございます。この

ジャンボタニシには、新しい情報というんですか、南日本新聞の９月６日のここで自作

わなでタニシ駆除ということで、高尾野町の松永さんという方と横峯さんという方がジ

ャンボタニシを駆除したというか、わなというか、この松永さんはジャンボタニシによ

る水稲の食害を減らそうとわなを製作した。餌に米ぬかを使い、ペットボトルに入れた。

８月に４個仕掛け、２日間で対象数百匹の捕獲の成功ということで、それと近所の横峯

さんという農家の方は、酒かすをまぜたほうに多く集まっていたということで、横峯さ

んは来年の食害をもたらす小さなタニシも捕らえたということで農薬を減らそうという

ことで、餌の改良をしたり、実験を続けたいということで意欲を見せているということ

でした。自助、共助、公助という考え方だろうと思っております。 

水不足の問題につきましては、平成１２年に中国産稲わらを原因とする口蹄疫が宮崎
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県で発症し、国産稲わらの確保の必要性が高まり、平成１２年度から本町では水稲輪作

の転作作物としてＷＣＳ用稲が始まりました。最初は約６０アールぐらいでしたけれど

も、年々増加いたしまして、今年度は約３３０ヘクタールと、水稲作付面積を逆転した

状況となっております。土地改良区におかれましても、水不足には大変苦慮されており

ますが、用水路施設改修も多額の費用がかかることから、早急な改修は困難だと思われ

ます。 

水不足につきましては、各市町村においても共通の問題となっておりますけれども、

水稲とＷＣＳ用稲が共存・共栄できるよう問題解決のため、関係機関と連携を図りなが

ら農家の皆様と一体となって取り組んでまいる所存でございます。御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

いろんな関係諸機関と協議をされているという話の中で、じゃあ、今までその水問題

にしてもさっき申し上げましたけれども３０年間ほったらかしにしてきていると。うち

も今年そこの下に田んぼがあるんですけれども、一番パイプがやられるのは端っこで水

が全然来なくて、稲がさんざんたる状況でした。そして烏帽子地区だってある農家の方

が水が来なくて、水が来ないとヒエが大量発生してしまうんですね。来年この田んぼで

田んぼをつくることをやめようと考えていると、そういう声が出ているんですけれども。

自分たちは、今、水土里サークル活動に従事させていただいて、水土里サークル活動の

中でこの三つの問題について情報発信をしようと思って、そして町内の水土里サークル

は合計９か所ありますけれども、みんなで連携して取っていこうかという話、そして今、

肝付町と鹿屋市にもうちらの水土里サークルが今問題提起をさせてもらいました。それ

は肝付町とこの前鹿屋からも電話があって、一緒に取り組んでいきましょうと。このオ

オバナミズキンバイに関しても、いろんな問題にしても、これ広域で取り組んでいかな

いといけない問題で、東串良だけでできる問題ではありませんので、そこはやはり執行

部がちゃんと自分たちの末端の農家の意見を酌んでもらって、そして地域連携も図って、

共々に水土里サークルとか、あるいは他町村の農業委員会、それからそういう農林水産

課かれこれと協議をし合って取り組んでいかないといけない問題ですけれども、そのと

きこそ、町長のリーダーシップというのを図ってもらわないといけないんですけれども、

どうですか、町長、これから自分たちも、我々も取り組んでいきますけれども、一緒に

そういうことを一生懸命やっていただける覚悟はございますか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 
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これは、農家さんの問題でもありますし、もちろん公共的な、行政側といたしまして

は広報紙とか、防災無線とかで言うしか手法はございません。まず取ってもらうのは農

家さんでならないことにはどうしようもございませんので。まず農家さんに促すことを

前提として考えていきたいと思っておりますので、議員の力も頂きたいと思っておりま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

ちょっとそんな答えを求めているわけではないんですけれども、やはりパイプライン

にしても、行政が絡んでやった事業ですので、やっぱりさっき予算がどうのこうのとお

っしゃいましたけれども、これを３０年間ほったらかしにしているわけで、ここは行政

もちゃんと自分たちが一緒にやって取り組んだ事業ですので、そういう答えじゃなくて、

ちゃんと執行部、それから行政も絡んでやっていかないとやっていけない自業ですので、

そこを言いたいんですよね。よろしくお願いします。 

３、次に移ります。公共工事の指名についてです。 

①公共工事に携わる建設業者のランクづけはどのような基準に基づいているのか尋ね

ます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

公共工事に携わる建設業者のランクづけについては、東串良町建設工事入札参加資格

審査要綱に基づいて決定しております。この要綱については、本町での工事成績、技術

者の雇用状況、地域貢献活動等、災害協力協定、消防団員ボランティア活動、保護観察

対象者の雇用支援、そして電子入札システムの利用者登録、がん検診促進に係る協定、

社会保険加入者、近隣町の評価基準を参考にして、新たに平成３１年４月１２日に再度

制定しております。これらによりまして、従来の選定基準であった鹿児島県建設工事入

札参加資格者格付基準の総合点数に東串良町建設工事入札参加資格者評価基準を加えた

もので、新たな格付基準によるランクづけができるようになりました。なお、令和３年

から４年度につきましては、先ほどの内容を含めた新たな評価基準になる見込みでござ

います。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 
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３ 番（瀨戸山） 

二、三年前でしたっけ、そのことがこの場でも討議されたんですよね。要するに他町

村に本社を持っているところが税金をどれぐらい納めているかということで、その辺も

踏まえた指名というのは考えられていいんじゃないかということが、そのときはおさわ

り程度に出ているわけで、東串良にそれなりに税金を払っているということで、そのと

きはそれで払えばここにあった話であったんですけれども、東串良に数年前に、ここに

書いてありますけれども、他町村に本社を置く会社が２社指名参画されているというこ

とで、そういう経緯を一番目に本当は問いたかったんですけれども、これは仕方がない

かとしても、他町村では本社を他町村に置くという会社というのは、もちろん税金のウ

エートで上がるんでしょうけれども、ワンランク、ツーランク下げて指名をするという

ことですけれども、東串良はそういうことが配慮されているんでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

本町におきましては、他市町村に本社を置く業者のうち、２業者から平成２８年８月

５日付で要望書が提出されまして、推薦委員会で協議を行いました。協議の結果、他市

町村に本社を置く業者としてランクを下げるという取扱いはしないことに決定いたしま

したので、ランクを下げておりません。以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

他町村はそれが常識。なぜ東串良だけしないんですか。その根拠を教えてください。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

お答えいたします。 

他町村の動向ということは私どもも確認はいたしておりませんが、ただ、推薦委員会

がございますので、その部分で２年に１回ランクづけを決めるものでございまして、推

薦委員会の意向として下げませんということで、前回は決めさせていただいて、それを

町長に報告し、町長も了解したということで、他町村のとの比較はしておりませんが、

本町独自の推薦委員会で決定を見た事項だということで御理解いただきたいと思います。 
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議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山譲一議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

だからそういう意味では、東串良は特殊だということですよね。特殊がいいことかな

と思ってしまうんですけれども、ほかの他町村に倣って、やはりそこは常識みたいです

ので、そこは東串良もこれから考えていかないといけないんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

その点につきましては、また関係市町村の状況を見ながら、また東串良町の業者の条

件、あるいは先ほどお話がありました納税状況等も確認しながら推薦委員会で最善な方

法で検討していきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 番（瀨戸山） 

以上で終わります。 

 

議 長（田之畑） 

ここで暫時休憩をします。 

 

休  憩 午前１１時０１分 

――――――◇―――――― 

再  開 午前１１時１０分 

 

議 長（田之畑） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、９番 宮地利雄議員の発言を許します。 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

それでは、私からも通告に基づいて、教育行政並びに避難所の設備などについて質問

をさせていただきます。 

まず教育行政の問題で、教育長に質問します。 

コロナによりまして、少人数学級が必要だということで、様々な教育会、それから学

校の関係者、政府の関係者がいろいろと、特に学校現場の教室の少人数の学級の効能と

申しますか、必要性といいますか、それについて様々な議論がなされております。私も
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６月議会でも取り上げましたが、本町の中学校では、そもそも教室の分散化をする、あ

るいは分散登校させるための空き教室がないと。だから手が打てませんと。もちろん教

諭も足りないという答弁もございました。しかし２０人程度の少人数教室を経験した生

徒や保護者、それから教員、教育関係者の間にやはり少人数学級に向けた新たな取組が

必要だと、そういう主張がいろいろと出されまして、少人数学級に向けた新たな展望も

生まれているのではないかというふうに私は最近の状況を見て思っているわけです。教

育長は、これらの少人数学級に対する取組の状況について、また識者の意見などについ

てどのような認識でやるのかを最初に伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

教育長。 

 

教育長（天 神） 

議員のお尋ねにお答えいたします。 

文科省の現在の規定では、複式や特別支援学級を除く小中学校の普通学級の編成基準

は小学校１年生が３５人、２年生から６年生までと中学生は４０人となっています。た

だ、鹿児島県では、小学校１・２年生では児童数が３６人以上の学級は常勤教諭を配置

し、３０人学級を実施しています。議員の要望と同様に少子化や学力保障、または教職

員の業務改善のことなども踏まえて、３５人、または３０人学級の意見は以前より出て

おりまして、私たち教育関係者、または教育長会でも毎年のように文科省に要望するよ

う県教育委員会へお願いをしているところです。つい先日、９月８日だったと思うんで

すが、新型コロナ禍を踏まえた小中高校の学びの在り方について討議する政府の教育再

生実行会議ワーキンググループの初会合がありまして、少人数学級を令和時代のスタン

ダードとして推進するよう要請する中間答申をまとめ、１クラス３０人以下の学級編制

の早期実現を訴える意見を踏まえ、萩生田文科大臣は、安倍首相に次期政権に議論が引

き継がれるよう求めたというふうに認識しているところです。 

一方で、現実はなかなか厳しいものがあるのも事実です。先ほどの議員の中にもあり

ましたけれども、現在の実情を考えてみても、とにかく教員が不足しています。全県下

では今でも不足しているところがあります。ここ数年、完全に教員が定数を満たして新

学級を迎えられるところは恵まれていると思えるほどです。また、昨年、今年と新採用

の人数が特に小学校で増えていますが、追いつかないようです。１０年後の子供たちは

かなり減少する予定ですので、ただ単に新採用の人数を増やすのも問題が残ります。そ

れを補うのが期限付の職員ということですが、免許法の改定の影響もあり、確保するの

に人事担当者も大変苦労されているのが現状であるという状況を御理解いただきたいと

思います。 

なお、補足しておきますが、近年の教員の不足の理由は、特別支援学校、特別支援学

級の増加というのもあります。鹿児島県もその例外ではありません。また、算数、数学、

または英語など一部ですが、学力向上など特別な目的で教員の増員が認められれば、少

人数に分けた授業を実施できます。今年は池之原小学校で算数、中学校では英語の増員
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が認められておりまして、全学年ではないんですが、少人数に分けて授業をしておりま

す。この増員については、今後も続けてお願いをしていくつもりです。まずは今の現状

の課題の多さというのも踏まえながらの御理解をいただければと思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

教育長会議でもやはりそういう方向を毎回示しておると。そして次期政権においても

今総理の指名と組閣で動いているようですが、次期政権にもきちんと引き継ぐ必要があ

るということも意見を出しておられます。萩生田文科大臣に対してもそういう声がいろ

いろと上がっているようです。報道によりますと、全国連合小学校長会、全日本中学校

長会、あと高校ですね、特別支援学級の校長、私立小学校の校長連合会、そういう各学

校の先生たちも代表として文科省に、特に萩生田大臣に対して要望、要請しております。

文科省の萩生田大臣は、現状の４０人学級の編成を変えないなら教室が狭過ぎると。教

室の広さを変えないのであれば、児童生徒数を減らさなければいけないと、そういう認

識を示したということで、私どもの発行している新聞でも政府のそういうなかなか言う

ても聞かない状況の下で、長野県知事が県として３５人学級に踏み出したという報道が

されております。３５人以下の学級を全県で長野県では実施していると、そのことによ

る成績の上昇も出てきていると。３０人規模学級実施校と未実施校で比較すると、実施

校の平均点が改善しているという結果が出ていると。当然だと思いますよね。全国知事

会、全国市長会、全国町村会長、うちの宮原町長も参加する町村会議もこれはぜひ実現

すべきだと少人数学級はですね。という強い要請を政府に対して行っているわけです。

私は、必ずこれは近いうちに実現していくというふうに確信をしておりますが、コロナ

対策で少人数教室を僅かな期間でしたけれども体験した全国に多くの子供たちがおりま

すが、その子供たちの感想も紹介をしておきたいと思います。先生が私の机の周りをぐ

るぐる回ってくれたと。私のことを気にかけてくれていると。これまでは４０人学級で

机の間の通路さえ、なかなか通れない。２０センチ以上空けなければいけないようなこ

とも何かに書いてあったようですが、なかなかそれは難しいが、少人数学級になって先

生が子供の机の周りを回ってくれると。非常に喜んでいる感想が出されておりました。

それで、この点について、本町におけるどのような取組ができるのかと。なかなか先ほ

どの長野県の例では県知事の下では一定のそういう対応ができても、市町村においては

なかなか難しいのではないかという面もあります。先ほど本町の中学校に空き教室がな

いと申し上げましたが、仮にコロナ対策もあって、少人数学級の方針が出された場合、

本町及び教育委員会はどのような方針で臨もうとするのか、教室を増築するのはどうし

たらいいのかと。現在の教室を校庭側に延長するのか、あるいはコの字型に曲げて教室

をつくるのか。私は教育委員会などで議論したらいいのではないかと思うんですね。仮

に問題で議論はできないと言われるかもしれませんが、そうした取組、そうした議論を
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始めることが少人数学級を現実の問題とするためにも必要なことだというふうに考える

わけです。 

私ども日本共産党が学校再開に当たっての緊急提言というのを６月ですけれども、発

表しました。２０人程度の授業とするための教員は１０万人教員を増やさんといかんと。

そのためにどうするかという提案も取り上げております。子供たちが相談したいことを

アンケートで取るとコロナにかからない方法を教えてくれと。これは教室の人数を少な

くするということがどうしても必要だというふうに思います。多くの教職員を増員する

と、１０万人増員すれば、全国の教室で２０人程度の授業ができるようになるというこ

とですね。多くの教職経験者から約２０万人ぐらい経験者がいるんだそうですが、その

うちの１０万人ぐらいは、既に何らかの形で学校教育に携わっている人がいると。残り

１０万人おると、経験者がですね。だからもっと待遇も含めて、きちんとした対応を取

れば、そういう教員の確保もできるんだというのを提言の中で発表をいたしております。

それらに必要な予算は約１兆円だそうです。１兆円ぐらい日本の総予算から比べれば１

００兆円とも言われる予算の中の１兆円ですので、将来を担う子供たちに、ぜひ少人数

学級をプレゼントしようじゃないかという提案に共産党の文章ではなっております。 

ですから、ぜひ当然のことながら学校の教室を増やすという問題では町当局も一緒に

議論に参加されなければならないと思うんですけれども、そうした積極的な町当局の教

室増の動きですね、当面、教職員を町村単位で増やすというのは、これはなかなかなこ

とだろうと思いますので、まずはそういう場所も確保するという点では、行政当局と教

育委員会が双方で話合いなどを持てたら一番いいのではないかというふうに思うんです

が、そこら辺について、町長と教育長の答弁を求めておきます。 

 

議 長（田之畑） 

教育長。 

 

教育長（天 神） 

今の質問にお答えしますが、言われていること、ごもっともなことばかりかなと思い

ますし、先ほど長野県の例も出されました。私の認識では、たしか秋田とか山形も同じ

ようなことをしていると。だから町のほうでとなるといろんな問題が出てくるなと思い

ます。県のほうで定数が割り当てられまして、子供何人に対して職員定数何名というの

がはっきり決まっていますので、例えばうちが勝手にプラスを増やしたのでお願いしま

すといっても、それは職員数が増えるわけではありません。そうすると町で採用せない

かんと。そうしたら今おる人は全部県職ですから、そういう方との人数調整をどうする

のかとか、あるいはまた財政問題とかいろいろ出てきますので、ちょっとそっちのほう

は今日はお答えできないところがありますので御理解ください。 

教室を増やす云々についてですが、先ほどもお答えしましたけれども、いろんな理由

で１クラスの人数を減らすというのは大変なことなんだなということをまず繰り返し申

し上げるしかないなと思います。この職員の確保、それから児童生徒の減少、これが最

大の課題だと思っているんですが、そのほか、現時点での実現には、本当にさっきから
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言いますように多くの課題があることをまず認識していただけたと思いますし、そこを

御理解いただきたいんですが、これからもまた引き続き教育長会としても県のほうへは

要望し続けると思いますので御理解ください。 

なお、本町の４月当初の実態ですが、子供たちの人数ですが、柏原小学校は最大クラ

スで１９人です。それから池之原小学校は、最大で３０人です、現在のところ。それか

ら中学校は、３年生が３４人ずつ２クラス、２年生が３２人と３１人、１年生が３３人

ずつとなっております。つまり私どもが今希望している３０人学級に近い状態なんです

ね。それから今後の中学校ですが、中学校に上がってくる子供たちを考えた場合ですが、

今の６年生が３９人、４年生が３８人になるというふうに現数字では、ちょっと多いん

です。ところがあと、２年生が３２人、１年生が３１人で、ここまでです、１クラス３

０人を超えるのは。それ以外は、未就学児、幼稚園、保育園なども含めてですが、３０

人未満のクラスになるというデータです。少し前のアンケートもあるんですが、一般の

方の今のこういうクラスの人数の希望といいますか、そういうのもあるんですが、これ

は２６人から３０人というのが一般の方が一番多く望んでいた人数のようです。そうい

うのも踏まえますと、このコロナ禍だけを考えれば、密を避ける意味でもう少し減らす

必要があるかもしれませんが、今まで述べたようないろんな条件を考えますと、今のと

ころ、教室の増設というのは、場所の問題、財政、いろんなことを考えても厳しいと思

いますし、町当局と正式にそういうことを討議したことはありませんし、まだそこまで

は現時点では必要ないんじゃないかと考えているところです。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

教育委員会への要請、要望とかございましたら、今後の教室の増設とか、また協議さ

せていただければありがたいなと思っております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

それであと二、三年すればそういう三十数名の、３０人学級程度の教室になっていく

という希望というか、数字的な状況も出されました。 

それでは続いて避難所の設備の問題についてに移ります。 

今回の台風１０号への対応について、避難所でパーティションを設備したと。そうし

たら非常にプライバシーが守れて反応がよかったと聞いていますが、その具体的な反応
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を聞きたいと思います。また、実際は何セット確保しているのか。それから仕様ですね、

大きさとか、その辺についても今回の１０号による避難所でどのような対応がなされた

のか、答弁願います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

避難された方々にはプライベートがある程度確保され好評であったと聞いております

けれども、私にも快適であったという声が届いております。 

パーティションの数につきましては、授乳や着替えなどを想定したプライベートルー

ムが５張、それから三、四名程度の家族で利用することを想定したファミリールームが

２３張確保してございます。今回の台風１０号では、全て使用いたしました。具体的に

は、保健センターにファミリールーム１８張、プライベートルーム５張を設置し、防災

センターには、ファミリールームを５張設置いたしました。 

また、現在ファミリールームを８４張、プライベートルームを５張発注しておりまし

て、今年中には納入される予定でございますので、合計いたしますと、ファミリールー

ム１０７張、プライベートルーム１０張が確保できる予定でございます。 

なお、仕様でございますが、プライベートルームは、幅、奥行きともに２．１メート

ル、高さが２．２メートル天井つきでございます。ファミリールームにつきましては、

幅、奥行きはプライベートルームと同じ２．１メートルですが、避難所担当職員や保健

師等が避難者の確認を用意に行えるよう、またエアコン等少しでも効きやすくするため

に、高さ１．４メートル、天井なしの仕様となっております。材質はナイロン製で抗菌

処理等が施されております。なお、車椅子に乗車した状態での出入りも可能でございま

す。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

議会のほうもぜひ防災減災の特別委員会などで、これらのパーティションについての

設備をぜひ見に行きたいなと、閉会中にでもぜひやってみたいと思います。 

それから段ボールベッドの設置まで考えてはいないのか、その辺についての認識はい

かがですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 



会  議  の  経  過 

 

-24- 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

私といたしましても、段ボールベッドの必要性は認識しております。そこで町といた

しましては、平成２８年７月２０日付で災害発生時における段ボール製品の調達に関す

る協定書をエスパック株式会社との間で締結しております。協定の内容といたしまして

は、災害が発生、また発生するおそれがあり、避難生活が長期化するおそれがある場合

において避難所の設営で必要な物資として段ボール製簡易ベッド、段ボール製のシート、

それと段ボール製の間仕切りなど段ボール製品を速やかに搬送していただくこととなっ

ております。なお、あくまでも避難生活が長期化する場合を想定しており、今回のよう

に台風の避難が１日程度の短期間の場合は、想定しておりません。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

実は、自治体問題研究所というところが発行している月刊の雑誌に避難所の景色を変

える段ボールベッドの取組と。そのことは災害関連死を防ぐんだということで詳しく学

者が出しておりますが、エコノミークラス症候群の発症を予防すると。それから生活不

活発病というのがあるんだそうですが、それを予防すると。長期の場合、長期の雑魚寝

生活で一旦は生活不活発病になっても運動機能を回復した高齢者が多数見受けられたと。

それから埃の吸引を防ぐと。呼吸器疾患が減ると。それから床からの冷気が遮断される

と。段ボールパーティション、うちの場合はビニール製でしたが、それらと組み合わせ

でプライバシーが守られるというような効果が段ボールベッドにあるようです。もう既

にそういう一定の業者と契約を結ばれたんですね。それはそれで、ぜひ今後も取り組ん

でいただきたいと思います。 

それから最後になりますが、内閣府が求めている災害時のトイレの確保、管理計画、

今回の１０号などでは、停電もありましたけれども、１日程度で済んだわけですが、避

難生活が長引くというような状況は、今後はあり得るわけですね。ですから、内閣府は

災害時のトイレの確保、管理計画を市町村に作成せよというふうに求めているわけです

ね。避難者何人につき１基のトイレが必要だとか、長期化する場合には、約２０人当た

り１基のトイレが必要だというようなこととか、その辺の内閣府の指示に基づく災害時

のトイレの確保管理計画が本町はできているのかどうか、その点についての答弁を求め

ます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 
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町 長（宮 原） 

お答えします。 

災害時のトイレを確保するためには、災害時に起こり得る事態を具体的に想定し、必

要なトイレの数を試算し、携帯トイレ等の備蓄、マンホールトイレ等の整備や推進、災

害時にトイレを調達するための手段の確立等計画的に実施することが求められておりま

す。本町においては、町地域防災計画では、災害時は水の供給不足から処理が不能とな

ることを想定し、仮設トイレの確保と周辺環境の整備について、地域住民との連携、協

力体制を図っていくとしております。マンホールトイレにつきましては、下水道の整備

がされていない本町では設置は困難であると思いますので、先ほどの質問と重複します

が、災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定書、エスパック株式会社との

間に締結しておりますので、この協定に基づき必要物資の確保を図りたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

大体は、自治体問題研究所が示した内容に沿った対応ができているようでございます。 

以上で、私の質問を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

ここで暫時休憩します。 

 

休  憩 午前１１時４０分 

――――――◇―――――― 

再  開 午後 １時００分 

 

議 長（田之畑） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

１番 小川香織議員の発言を許します。 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

本日、最後の一般質問になります。通告に基づいて質問を行います。町長からの前向

きな御答弁をお願いします。 

今回の質問は３点で、一つは新型コロナウイルス感染症に対する支援について、二つ

目は福祉関係について、三つ目は漁業への支援と計画について質問いたします。 
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まず一つ目、新型コロナウイルス感染症に対する支援について質問いたします。 

前回の質問では、新型コロナウイルスによる児童生徒の学習の遅れや習熟度の低下に

対する支援政策として、学習指導員の配置や増員について質問いたしました。人材確保

の面で困難であるという内容の答弁と、また児童生徒の学校における学習の内容をどこ

まで充実させていくか投げかけているとの回答を教育長よりいただいたと記憶しており

ますが、根本的な解決策は見出されないままではないかと感じます。夏休みに入り、あ

る中学３年生の生徒が成績不振による不安と進学への絶望感を話してくれました。高校

受験を控えた子供たちにとっては、学習の遅延や習熟度の低下は将来を左右する大変重

要な問題です。その問題について根本的な解決策をまだ用意できていない現状について、

まず町長はどうお考えなのか答弁願います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

３月議会でも関連する質問があり、教育長から夏休みを１週間程度短縮するという回

答がありました。休日や祝祭日の関係で、実質は３日間の短縮でしたが給食があり、午

後までの授業でしたので、実質はほかの地区学校とほとんど変わらないとのことでした。

また、夏休み前の校長会でも確認されたようですが、授業の遅れはほぼ解消できている

ということだったと思います。小学校６年生と中学校３年生は、４月に国語、算数、数

学の全国学力・学習状況調査を実施しますが、今年はコロナ関係で実施できませんでし

た。しかし、問題は送られてきましたので、７月に実施し、集計をしてもらいました。

苦手な分野や問題を分析、検討し、２学期以降に生かすようにしてあるそうです。もち

ろん例年のような全国一斉の実施ではなく、全体の資料もありませんが、本町の昨年度

との比較はできますが、学年や問題等多少の条件は異なりますけれども、参考にはなる

と思います。個人差はありますが、小学校、中学校も昨年よりは高い数字が出ていると

いうことです。県や全国との差が縮まったかどうかまでは分かりませんけれども、６年

生と中学校３年生は、前の学年に比べたら、これまでも良い結果を残していたようです。

コロナによる影響はさほど大きくはないと信じたいと思います。大学生や高校生向けの

支援はしてきましたけれども、小中学生は子ども手当がございますので、町からも大人

と同じ額での補助をいたしました。また一つの学校に備品や消耗品代として１００名の

補助も準備されております。しかし受験生のための支援は趣旨がやや異なるように感じ

ますので、今のところ特に考えておりません。以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 
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今町長より答弁いただきました内容、前年度よりも高い学習の進行状況、またコロナ

に対する影響もないというように信じたい。テストのほうも点数が取れているというよ

うな内容だったのですが、そして支援についても今回の受験生に対して該当するような

ものではないということだったんですけれども、２０２０年９月４日の本町ホームペー

ジ上に東串良町高等学校学業支援給付金に関して公開があり、新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から学業に腐心している高校生に１人当たり３万円を支給するという政

策をうたっております。これはとても大変すばらしい政策だと思いますが、この政策の

観点で言うなれば、受験を控えた中学３年生の生徒も同様にこれに該当するのではない

でしょうか。あとの質問にも出てきますが、今回のコロナウイルス関連による休校は、

生徒を抱える各家庭の経済を少なからず圧迫し、受験前の夏休みに通わせる塾の受講費

の捻出が難しい、また制限されたという家庭もあります。そして習熟度の低下を補うた

め塾に通わすことができたとしても、一つの塾だけではなく、塾をもう一つ増やしたり、

参考書の追加購入など、これまでと違う学力支援に対する危機に対応する負担がかかっ

ております。この現状こそ支援すべき対象に該当するのではないかと考えるんですが、

町長、高校受験を控える本町の中学３年生に対して、今後本当に学習支援給付金の検討

はできないのでしょうか。また対象ではないと言い切れるのでしょうか。将来の方向性

を決める大切な高校受験に対して不安を持つ生徒や保護者に対して町長は何も検討され

ないということでしょうか。どのようなお考えでいるのか、もう一度お尋ねします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほど答弁したように、大学生、高校生向けの支援はしていましたけれども、小中学

生は子ども手当が毎月ございますので、町からの大人と同じ額面を補助いたしました。

また、先ほど答弁したとおりでございます。以上で受験生のための支援は趣旨がやや異

なるように感じますので、今のところは特に考えておりません。これだけは御理解いた

だきたいと思っております。全中学生が塾に行くなら別ですけれども、そういうことで

答弁さしていただきます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

２０２０年９月４日のホームページ上の腐心という言葉を高校生給付金のほうに使っ

ております。腐心とはあることを成し遂げようと心を砕くこと。つまり事を進めようと

しても自分一人の力では困難で、心を苦しめ悩ますことを言うそうです。今の中学３年

生は、まさにこの状況にあると私は思います。前回教育長も学力がかなり低いのは、こ

こ一、二年ずっと感じており、一番の課題だと述べられていました。コロナ禍でさらに
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課題が深刻になったと私は感じます。そしてそういった声も聞きます。町長の答弁を聞

きますと、不安を抱える児童生徒や保護者に対して少し関心がないように聞こえるので

すが、今後もし中学３年生に対する支援を検討されるのであれば、ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。学習支援に関して、一日一日の積み重ねで学力はその子に

ついていきます。できるだけ早期に対応を検討し、実行していただく必要があることで

す。中学生が夢を実現するための進路を確保し、将来ロマンを持って輝く若者になれる

ための支援施策を早急にお願いしたいと思うのですが、検討も難しいでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほどお答えしたとおりです。できたら子供さんの目線に沿って、お金の支援とかそ

れだけではなくて、引き出していただければありがたいなと、親と子の関係ですね。そ

ういうコミュニティを取っていただければ子供たちも伸びていくと思いますので、どう

かそこはまた努力していただければありがたいなと思っております。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

今答弁いただいたようにコミュニティとおっしゃりますが、親と子供がコミュニティ

が取れないから成績が悪いというのに結びつけるのはどうかと思います。親は教えてあ

げたりとか、優しく関わってその子の力を伸ばしてあげたいと思うお母さんたちはたく

さんいると思いますが、今共働きによって、そのお母さんたち、家庭に余裕がないとこ

ろもたくさんあります。その中でやはり学校に対する期待、町長に対する期待というの

は大きいので、そこも酌み取っていただけたらと思います。 

次に、急な学校の休校や食事の配給がない登校日の子供の栄養面を考えた食事支援の

検討について尋ねます。 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための長期の休校期間において、７月２２日、南

日本新聞社の掲載記事の中に栄養バランスの取れた給食を食べる機会を失った。食事を

つくる負担が増え、家計が圧迫されたなどの保護者の声があったと記載されておりまし

たが、本町でも同様の声が出ていました。昼食を準備する保護者は、仕事を急に、そし

て何日も休むことはできません。そのため、休校中は児童のみでコンビニやスーパーに

朝食を買いに訪れる姿を何度も目にしましたし、保護者から休校中、カップラーメンや

パンで数日やり過ごしたなど食事支援について大きな課題があったことを伺う場面もあ

りました。私もその当事者となりますが、実際に休校中の昼食はかなり家計を圧迫しま

した。このような状況下で自治体で小中学生の昼食を支援する働きが広がっていると２

０２０年４月１６日の朝日新聞デジタルに記事があります。東京都文京区では、就学支
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援などを受けている児童に対し、給食が出るはずだった日に１日５００円の昼食代を補

助し、保護者より休校への安心感を得たとの声があったと記載されておりました。また、

愛知県蒲郡市では、昼食を生活困窮などの理由により十分に提供できない家庭に対し食

糧支援を実施し、新型コロナウイルスによる休校期間だけでなく、夏休みも含めた支援

を実施したという記事も目にしました。 

本町においても就学支援を受ける家庭が年々増加傾向にあることから、食の支援に関

して自治体が主体となって実施していくことを検討していく必要がこれからあると思い

ますし、併せて近年、共働きによる生活様式の多様化する中、安心して子育てを行え、

働きに出ることができるよう、まちとして地域住民と協力し、食の支援、子ども食堂や

食事支援事業を実施、検討していくべきだと思うのですが、悲鳴を上げている子育て世

代の救済に自治体が予算を組んで、子ども食堂や食事支援事業等を財政的に支援してい

る自治体もあります。町長は、この食事支援について本町でも取り組むべきだと思われ

ますでしょうか。答弁を願います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

基本的には、子供の食事は保護者が責任をもって与えるべきだと思っております。そ

のために子ども手当や要保護・準要保護家庭につきましては、それなりの支援、補助は

あると考えています。御指摘の急な休業や土曜授業日などの昼食の件ですが、土曜授業

は前もって分かっていることでありまして、特別な事情がある場合を除いて家庭で準備

できるものと思いますし、そうしていただきたいと思います。ただ、大雨や台風など急

に早退させたり、休業の場合がありますが、給食はなるべく実施する方向でまずは考え

るということのようでございます。それは子供のことや保護者のこと、また準備してい

る食材のことなどいろいろなことを考えてのことです。しかし、それでも子供の安全最

優先ということで、校長会の意見を交えて給食を中止にすることもあります。この前の

大雨のときも、その例だったようでございます。そのような緊急を要する際は、町とい

たしまして、子供の昼食を即準備するのは現状では難しいと思います。どこで誰がつく

るのか、食材はどうするのかなど多くの課題が考えられます。また議員おっしゃる子ど

も食堂的なことも考えておられるかもしれませんが、子ども食堂は本来、個人や団体さ

んのボランティア活動で成り立っているものと考えております。もちろんそういう活動

があれば、それに対する支援は町といたしましても、考えないわけではありません。そ

の場合は、福祉課や教育委員会、関係課、機関とも相談しながら検討してみたいと思い

ますが、現状では、食事支援は考えていませんということで御理解いただきたいと思っ

ております。以上です。 

 

議 長（田之畑） 
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１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。 

今答弁いただいたように、食事支援は保護者の責任で準備をしてもらうのも保護者、

特に子ども食堂とかそういったものも自治体として検討することはない。ただ、そうい

ったものがあれば、支援を考えていくということだったので、現在、子ども食堂を考え

ていらっしゃるというお話を聞く機会もあるんですね。やはり保護者が子供の御飯をつ

くるというのは、従来当たり前のことだったかもしれませんが、現在、それが当たり前

ではない状況もやはりあります。そして先ほど言ったように、就学支援ですね、こちら

のほうも東串良のほう、だんだんと申請される保護者が増えていっているという現状も

ありますので、やはりこういった形で何らかの支援体制の柔軟化というか、考え方を変

えてもらうときが来ると思いますので、今できなかったとしても保護者の動向であった

り、時代の流れというわけではありませんが、働き方のほうを見ながらまた再度考えて

いってもらいたいと思います。 

次に、本町における令和元年中の高齢ドライバーの事故件数と交通事故実態、交通弱

者に対する日常生活の支援と課題について答弁いただきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

高齢ドライバーの事故件数についてのお尋ねでございますけれども、肝付警察署交通

課に問合せしましたところ、令和元年度で１６件、平成３０年は１３件でございました。

ただし、ただいま申し上げました件数につきましては、高齢者ドライバーだけではなく、

助手席に高齢者同乗していた件数も含まれているとのことでした。以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。 

答弁いただいた内容を含め、私のほうで調べた内容も併せて質問を行いたいと思いま

す。 

県警察本部より配付される市町村別の交通事故実態報告では、令和元年中の高齢者人

口１万人当たりの当該市町村居住高齢者の交通事故死傷者数は４３市町村において、鹿

児島市を抑え、本町が１位と記載されておりました。つまり人口１万人当たりの県内の

高齢者の交通事故死傷者数が最も高かったということです。これは大きな問題で、本町
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における交通弱者に対する支援に関して、これまでも議員の方々から様々な提案や代替

案が出されてきたと思いますが、結局のところ、課題は見送られ、根本的な解決に至っ

ていないと感じます。高齢化社会に伴う免許返納についても増加すると今後考えていき、

交通弱者が今後増えると考えられる中で、課題がこのまま解決されなければ、安心して

免許返納はできないと考えます。運転に不安があったとしても免許を手放すことができ

ない実態がつくり出されています。他市町村では、コミュニティバスの運行や交通弱者

を救う次世代モビリティの活用など様々な方法で課題の解決に取り組んでいます。先ほ

ど同僚議員が午前中に答弁された内容と重複する点があるとは思いますが、タクシーと

いう公共交通手段があるということも存じておりますが、私は住まいが池之原地区なの

で、タクシーの手段のほう、サービスを高齢化して免許を返納したときに受けられるか

不安に思います。 

今回のコロナ禍で家族が町外のため、これまで家族の支援の下行っていた食料の調達

や気分転換、病院受診ができなくなったと嘆く方も目にしました。充実したライフスタ

イルを保つためには、自己決定権を行使できる整備された交通手段の提供や代わりの支

援が必要なのです。先ほどの同僚議員の答弁にもありますが、今ある支援以外の施策が

町長のほうから触れられていないと思います。町長、この問題をいつまで先送りされる

のでしょうか。確かに今ある交通手段を守るのも大事だとは思いますが、その交通手段

を使えない、サービスをいい状態で受けることができない人たちにとってもやはり交通

手段というのは、大切な生きるための糧になります。どうかそこの支援政策について、

安心して車を手放すことができるような内容を考えていただきたいと思うのですが、何

か考えがありませんでしょうか。町長の答弁をお尋ねします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

先ほどの交通弱者に対する答弁と重複する部分がございますけれども、ぜひとも交通

手段がない方につきましては、タクシーを御利用いただきたいと思いますし、柏原地区

の方につきましては、条件を満たす方であれば、バス廃止路線代替タクシー運行事業を

御活用いただければと思います。 

また買物支援につきましては、柏原地区においては、お店がないことから、地方創生

事業によります整備いたしましたにこにこ館を御利用いただきたいところでございます。

集落支援員によります買物代行支援も業務を行っておりますので、併せて御活用いただ

ければありがたいなと思っております。 

また、さらには買物支援といたしまして、現在ＪＡグループのほうで取り組んでいら

っしゃいます鹿児島肝付農協経済連Ａコープが連携されまして、お買物に不便を感じて

いらっしゃる方々のために御近所まで出向いて買物をお手伝いする事業を展開されてお

ります。冷蔵庫を搭載した移動販売車に生鮮食品から食料品まで日用品まで毎日の生活
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に必要な商品を約３００から３５０アイテムを品ぞろえされているとのことでございま

す。町内では毎週月曜日に、午前中５か所で停車されているとのことでございます。今

後も停車場所を募集されておりますので、集落での御希望があるようであれば、お問合

せ等を頂ければＡコープ鹿児島東串良店までお電話いただければ対応はしていただける

と思います。 

通院される方につきましては、柏原地区の方であれば、先ほど申し上げましたバス廃

止路線代替タクシー運行事業を御活用いただきたいところでございます。その他の地域

の方々につきましても、個別にタクシーを御利用頂くとか、御家族の方で送迎いただく

ことになろうかと思いますけれども、今後柏原地区以外のタクシー利用者につきまして

は、乗り合い制度を活用できる仕組みを構築していきまして、タクシー利用料金の負担

軽減につながる措置も講じてまいりたいところでございます。 

人口減少や少子高齢化を背景といたしました流通機能や交通網の弱体化等の多様な理

由によりまして、日常の買物機会が十分に提供されていない状況におかれている人々、

いわゆる買物弱者や同様に通院される方の交通手段への対策は必要となっていることは

全国的な課題だと承知しておりますが、このようなニーズに町だけで十分な対応をする

ことは極めて困難でございます。課題解決のためには、民間事業者の様々な取組も重要

でありますし、町民同士の連携、家庭内での協力体制、あるいは町と民間事業者間で相

互連携できることがあれば課題解決に向けて、町民、官民一丸となって取り組んでいけ

たらと考えております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

今御答弁いただいた内容、買物支援については、これから整備していただいたりとか、

停車する場所が増えていくという答弁を頂きましたが、池之原地区に関して、また池之

原ではなくても岩弘でもいいんですが、柏原地区以外の方に関してタクシー料金、乗り

合いになった場合、柏原の方と同じような料金設定で乗れるのでしょうか、お答えいた

だきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

お答えいたします。 

柏原につきましては、以前バスが運行されておりましたので、そのバス路線が廃止と

なったということで、当時のバス利用料金の分を支払っていただければ、あとは町で負

担をするということで、事業を実施しているところでございますので、その他につきま
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しては、バス路線がなかった関係で、現時点におきましては、同額でということは考え

られないところでございますけれども、先ほど町長が答弁申し上げましたとおり、柏原

地区以外での乗り合いタクシー制度となりますと、またそれを割り勘といいますか、何

人かで御利用いただければ安くなるということは確実に言えるところでございます。柏

原と同じ額でというのは、現時点では考えていないところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。 

私が質問したかったのは、柏原から東串良の中心街にバスが昔は通っていて、そのバ

スが廃止されたからサービスが適用されるというのは十分分かるんですが、今、柏原以

外で交通弱者と言われている車を持たない方に関して、幾ら乗り合いでもやはりタクシ

ーの負担金が大きいと思うんですね。そのことに関してやはり東串良町の交通弱者共同

という形で認識していただいて、同じような負担額でいろいろなところに移動できるよ

うな支援というのを考える必要があるのではないかなと思います。タクシーを簡単に使

ってということなんですが、やはり使うということは、料金が発生して、それを簡単に

払える方ならいいと思うんですけれども、やはりそのタクシー料金を払うことが苦しい

方もいらっしゃると思います。それが住んでいる場所によって恩恵を受けれないとか、

そういったものは今この時代というわけではないですけれども、ちょっと違うんじゃな

いかなと思うので、乗り合いに関して、今後検討されるということだったんですけれど

も、できるだけ乗り合いをされる方々の負担金が統一されたり、大きくならないような

政策というか、方向性に協議してもらうことは今後可能でしょうか、お尋ねします。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

お答えいたします。 

交通弱者の皆様方に対しては、ただいま議員がおっしゃいましたとおり、いろいろ負

担が多い方もいらっしゃるというふうには思います。ただ、この場でその方向性で行く

というのは答弁は致しかねますので、今後、これは全国的に解決しないといけない内容

でございますので、今後本町におきまして、まだこれは事務的な段階でございますけれ

ども、公共交通の会議のほうも立ち上げて様々な関係の方々とも意見を出し合って、今

後いろいろと研究してみたいというふうに考えております。 

以上でございます。 
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議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。今後検討していただきたいと思います。 

家族がいて、いろんなところに送ってもらえる方はよろしいのですが、今はやはり核

家族とか、家族が周りにいない、送ってくれる親戚とか身内がいない方もいらっしゃい

ます。そしてやはり路線沿いにいないからといって、サービスが受けられないというこ

とで納得される方というのは、少しずつ納得できない方が増えてくると思うんですね。

ほかの市町村においても路線バスの近くに住まれていて、サービスを受けられる方とい

うのが当たり前にいらっしゃったかもしれませんが、今はくるりんバスとか、タクシー

をみんなでモビリティで使って共通の一定額の金額でどこに行っても皆さん同じ負担額、

定額料金で行けるというようなサービスが主流になってきておりますので、できるだけ

いろんな方に差がないような形で検討していただけたらなと思います。じゃないと、池

之原とか、柏原沿いに住んでいないから受けられないんだということで、自分が好きで

そこの地域に住んでいるのに、何だか悲しいような気持ちになるので、やはり均等にサ

ービス、支援を行ってほしいと願います。 

次に、福祉関係について質問いたします。 

本町の介護支援に関して、令和２年３月に第８期の介護計画に移行していると思いま

すが、第７期との違いをお尋ねします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

第８期の介護事業計画の策定につきましては、先日、９月４日に第１回目の高齢者問

題審議委員会を開催いたしまして、策定作業に着手したところでございます。御承知の

とおり、介護保険事業計画は、３年に一度計画の見直しを行うこととなっており、計画

では高齢者保健福祉施策の方向性や介護保険制度の基本となる各種介護サービスの見込

み量、それに伴う保険料などを定めることになるわけでございます。第８期介護保険事

業計画では、第７期に引き続き、地域の実情、ニーズに合った適切な介護サービスを利

用者が主体的、総合的に利用できることや介護サービスを必要とする方が住み慣れた地

域で自分らしい生活を最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築

を推進していきたいと考えております。 

第７期との違いということでありますが、幾つか挙げるとすれば、介護サービスの基

盤整備、地域医療構想との整合性、介護従事者の資質の向上、認知症施策の推進、感染

症及び災害対策等になるかと思います。いずれにしましても高齢者問題審議委員会にお

きまして、必要な審議が始まったばかりでございます。審議の過程で町に対して適切な
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諮問を頂き、最良の計画が策定できるよう取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

令和元年６月議会において、吉永課長より第８期の介護計画の中で訪問看護事業につ

いて十分検討されるものと答弁されました。令和２年９月１０日の国保新聞のほうに、

介護予防サービス、居宅サービス、地域密着型サービスの平成３０年と平成２９年の各

年９月の利用者１人当たりの利用回数の一覧があるのですが、定期循環随時対応型訪問

介護看護の利用回数は、他の介護利用回数の２倍以上を上回り利用されています。次に

多いのが看護小規模多機能型居宅介護の利用です。この一覧から必要となる介護支援サ

ービスは何かを知り得ることができ、本町におきましてもこういった統計が参考になり、

介護計画と支援サービスの充実が図れると思います。そのため、ぜひこういった統計の

ほうを参考に今後検討を行っていただきたいと考えます。 

次に、新型コロナ等の影響で実施できなかった健康寿命を延ばすための活動計画につ

いて、今後どう進めていくのかお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

新型コロナウイルス感染症の影響で本年３月からいきいき体操、ころばん体操、ひら

めき体操などの活動が休止状態となっております。３月から４月にかけての感染拡大当

初から感染予防対策に必要な消毒液等の不足や３密が避けられない会場など、様々な条

件が重なり、今日まで事業の実施を見合わせているところでございます。 

今後の活動をどう進めていくかとのお尋ねでありますが、感染拡大が継続し、治療薬

や予防ワクチンがない現状では、大人数が集まる形でのいきいき体操は難しいものがあ

ると考えております。また、それに代わる活動をどうするかということは、担当部署を

置きまして検討を行っておりますが、現段階で結論を得られていないのが現状でござい

ます。また少人数で実施されるころばん体操やひらめき体操につきましては、９月にな

りましてから２０グループ中１８グループが感染対策を講じた上で活動を再開されたと

のことでございます。 

いずれにしましても、今後新型コロナウイルスとの共生という新しい時代に入ってい

くわけでありますので、各体操の指導をお願いしております事業所などとも情報を共有

しながら年内には方向性を決めていきたいと考えているところでございます。 



会  議  の  経  過 

 

-36- 

また、特定健診や長寿健診などの各種健診も感染対策を講じながら１１月から１２月

にかけて実施する予定で準備を行っているところであります。 

このように健康寿命を延ばすことにつながる取組は大変重要であると認識しておりま

すので、今後も十分に検討を重ね、事業の目的が達成されるよう取り組んでいきたいと

考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

答弁いただいた最後の内容、事業目的が最終的に達成するように検討していきたいと

いう言葉を聞きたかったので、質問する前に終わったような気がしますが、厚生労働省

老健局老人保健課から令和２年９月発行の在宅医療介護連携推進事業の手引きバージョ

ン３が発行され、第８期介護計画では、第７期の初の事業項目を踏まえた上でＰＤＣＡ

に沿った取組ができるよう事業をマネジメントする視点が盛り込まれて改訂されており

ます。介護サービスにかかる予算が大きくなる中、コロナ関連による計画の変更が生じ

た際でも事業をマネジメントする必要があり、介護度を進行させない予防事業を促すこ

とで財政を圧迫する介護関連予算も少しでも軽減し、また健康寿命の延長を促す事業と

なると思います。今回第８期ＰＤＣＡサイクルに沿って、この健康寿命を延ばす活動の

目的をどのような内容で達成できるか評価、そして実行を行いながら本町に合った計画

を実施していただきたいと思います。 

次に、当初計画していた予算について、予算の使途の変更はないかお尋ねします。例

えば本年度執行予定で執行されなかった予算の組替えを高齢者が利用する公民館の環境

改善の整備に充てられないかなどを尋ねたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

議員お尋ねのとおり、新型コロナの影響で様々な事業や行事が中止、または延期にな

っていることは御承知のとおりでございます。また、今後も感染状況によりまして、予

算の執行が左右されることも十分考えられるところでございます。福祉関係では、高齢

者福祉大会の廃止によりまして、報償費や需用費などが約４０万円不要になったところ

でございます。今回、少しでも福祉大会の趣旨に沿った形でできることはないか検討し

ましたところ、以前から要望もございました金婚式の単独開催ということになったとこ

ろでございます。これにかかる予算は一般会計第７号補正予算として皆様に御審議をお

願いしたところでございます。そのほか、一般介護予防事業といたしまして、実施して



会  議  の  経  過 

 

-37- 

おりますいきいき体操などの高齢者の体操教室は、介護保険事業特別会計の予算でござ

いますので、使途の変更が容易でないことは御理解いただけるものと考えているところ

でございます。 

また、一般論といたしまして、当初予算の編成に当たりましては、その年度において

実施したい目的をもって編成するわけでありますので、現時点では、コロナ禍にあって

も何とか当初の目的が達成できるよう取り組んでいるところでもございます。予算措置

が必要なところにつきましては、これまで６回にわたり補正予算を編成し、議会の皆様

方の議決をいただいているところでございます。 

いずれにいたしましても、新型コロナウイルスの感染状況を注視し、今後の予算の執

行や補正予算、新年度の予算編成に当たっていきたいと考えております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

近年の気候変動により、事業を開催する施設内が高温となり、空調設備が整っていな

い場所もあります。健康の増進につなげるはずの活動施設で活動を行い、体調を崩して

しまうこともあると、これは健康寿命を延ばすという目的から外れ、本末転倒なことに

なってしまいます。しかし、予算をこちらのほうに組み替えるということも難しいとい

うことをお聞きしました。今後補正予算などそういったものは使わないで済むように対

策として環境の整った施設の提供を検討していただきたいと考えます。これから寒さが

来るので、暑さに対しては、特に配慮しなくてもいいかもしれませんが、やはりこれか

らのことを考えた場合、各活動の場所でこのまま健康活動の運動をするというのは、ど

こかで無理が生じると思います。そのため、ぜひどこか環境の整った施設の提供を健康

寿命を延ばすために活動され、頑張っている方々に提供していただけたらと思います。 

また、今回中止になった福祉大会に代わるコミュニティ活動として金婚式を予定して

いるとおっしゃっておりました。この福祉大会の中止に対して、多くの方が残念なこと

だ、どうにか開いてほしいということを言っていらっしゃるという声を耳にします。も

し可能であれば、金婚式以外の福祉活動、福祉大会に代わるコミュニティ活動を検討し

ていただきたいと思います。福祉大会開催の本来の意味というのをもう一度考え、こち

ら東串良町が今一番長く福祉大会を開催されているというお話も先日耳にしました。そ

のためすばらしい活動なので、ぜひ感染対策を十分に考えた何らかの代替施策、活動、

イベント開催を考えていただけたらと思います。 

次に、前回の同僚議員が発言した夜間尿取りパットについてどうなったか、今後町民

からの意見収集をどう考えているのか、尋ねます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 
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町 長（宮 原） 

お答えします。 

６月議会におきまして、上園議員から質問を頂き、担当課に対しまして、直ちに検討

を指示したところでございます。今年度の受注業者も事業変更の趣旨を快諾していただ

きまして、９月の給付分から夜間用尿取りパットも選べるようになったところでござい

ます。現在、８３名の方がおむつを受給されているわけですけれども、このうちの９名

の方が夜間用尿取りパットの変更を希望されたとのことでございます。 

今後町民からの意見集約をどう考えているかということでありますが、現在担当課に

おきまして、９月のおむつ給付が終わった時点で受給者や御家族におむつのカタログを

送付し、御意見を集約する準備を進めているところでございます。予算の関係もありま

すので、全ての希望にお応えすることは難しいかもしれませんが、頂いた御意見をしっ

かり検討していきたいと考えているところでございます。 

また、おむつ給付の申請時に調査に行かれる民生委員の方々にも理解を深めていただ

くようカタログをお配りし、周知を図っていきたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

答弁を頂き、意見を集約するような活動を考えているということで安心しました。今

回、この尿取りパットの申請を行ったのは、前回の一般質問で出される以前から他議員

も執行部に対して要望を行ったり、本人からのお願いがなされていたということを聞き

ます。今回、検討されるという答弁を頂きましたが、介護における必要な支援はどんど

ん変わっていきます。この件について要望された方のニーズが今の検討で間に合うのか

ということを考えた際に、私は遅いと思ったのです。私は、以前大切な人を支える中で

必要な支援に変更できたときに、その大切な人は亡くなりました。要望していた支援が

間に合わなかった経験があるのです。全く新しい事業計画を立ち上げるのであれば、時

間も少しかかっても仕方ありませんが、おむつの支援が現サービスにある中でタイプの

変更や追加をお願いするのに、このように議員経由で行わないといけない案件であると

いうのはどうなのかという疑問を持ったからです。支援を一番必要としているのは、現

場で介護する介護者とサービスを使用する当事者です。必要なサービスが必要な時期に

きちんと使用できるシステム、また柔軟性と即対応できる体制を持たないといけないと

思うのですが、今回の答弁でその意見を集約するという方向で動かれるということを聞

き、本当に安心しました。 

次に、最後の質問になります。 

こちらもさきに質問された同僚議員と重複する内容がありますが、簡潔に質問したい

と思います。 
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７月の大雨災害で漁場に雑木等が流れ込んだ際の漁業の損害とその支援を本町ではど

のように行っているか尋ねます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほどの答弁と重複いたしますけれども、今年７月の豪雨災害で大崎町田原川付近に

大量の流木が漂着した際は、海岸漂着物は大崎町におかれましても、本町と同じく県の

事業を活用され、流木処理をしていただいております。また、海域の流木については、

漁業者の漁の妨げになることから東串良漁業組合員１４隻にて漁場回復のため、自主的

に流木処理を実施していただいたところでございます。その流木処理にかかった人件費

等の費用につきましては、現在、鹿児島県商工労働水産部水産振興課の指導を頂きなが

ら、国の支援事業を活用させていただく方向で調整を行っているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。 

令和２年９月発行の普及だよりによると肝属地域における新規就農者数は、毎年３０

名前後で移行し、県全体の１５％を占めているようです。本町におきまして、就農支援

は力を入れて取り組まれている誇るべき産業といえます。しかし、本町には漁業という

すばらしい事業もあります。しかし、担い手は昔と比べ大きく減少していると聞き、自

然相手であるため、日々の収入の変動も大きく収入が不安定であれば事業の存続や新規

参入、あっせんは困難であると考えます。そのため、漁業の発展、継続に関してまちの

支援が必要になると思いますが、本町の漁業に対する今後の支援については、町長はど

のようにお考えであるか、答弁をお願いします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

今年はコロナ禍の中、相次ぐ台風接近の影響もあり、８月下旬から漁もできていない

状況が続き、経営水準は低迷状態でございます。現在持続化給付金など国の支援で何と

か耐えしのいでいただいている状況だと伺っております。 

漁協に対する支援につきましては、例年マダイ・ヒラメの放流事業や東串良漁業協同
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組合の船主会、女性部、青壮年部等へ育成団体の補助金交付を行っております。ハード

面では、平成２９年度に種子島周辺漁業対策事業を活用いたしまして、製品の保存と計

画的な出荷ができるよう、急速冷凍を行うことができる水産加工施設整備に対する支援

をさせていただいております。今後の新規の支援でございますが、東串良漁協より本町

並びに大崎町とともに施設整備の要望を頂いているところでございますが、平成２年度

において、漁船保全修理施設ということで、上架施設を整備いたしましたが、設置後３

０年経過しており、レール等の塩害による腐食が激しく敷地の地盤陥没が随所に見られ、

近年船台の脱線事故も頻発し、大型クレーンによる復旧作業などかかる費用は組合とし

ても大きな負担となっている状況だと伺っております。漁業者の生産活動に関する環境

条件を改善し、漁協の近代化を促進するためにも重要な施設だと考えているところでご

ざいます。現在、令和３年度種子島周辺漁業対策事業について関係機関と協議を行って

おりますけれども、採択された場合、本町におきましても事業費負担を計画させていた

だきたいと考えております。今後漁業のさらなる発展のため、問題、課題に対しまして

は、共に共有させていただき、各関係機関とも連携を図りながら一体となって取り組ん

でまいります。御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

最後に放置船に対する対応についてお尋ねします。 

本町の河川に長期間放置されているように感じる放置船が幾つもありますが、河川の

増水や台風などの災害時に橋に引っかかったりして災害に被害を増大させる可能性があ

りますが、本町としてどのように協議、検討がなされているか、お答えください。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

放置船舶につきましては、国、県、町、それぞれの管轄地に放置されており、各関係

機関で連携を図り対応する必要がございましたので、平成３０年度に２回、平成３１年

度に１回、対応の打合せ会を実施しております。放置船舶は当初、国有地に９隻、県有

地に８５隻、県町有地に１０隻、町有地に５隻、計１０９隻が放置されている状況でご

ざいました。所有者が特定できている船舶は、それぞれの管理機関で撤去勧告を行い、

修理または廃船を業者が依頼を受けている船舶は、関係機関による合同訪問調査を実施

した結果、令和２年２月１３日現在の状況では、国有地８隻、県有地３６隻、県町有地

８隻、町有地５隻、計５７隻で約半数まで減少しております。町の取組といたしまして
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は、船番による所有者確認、新たに放置された船舶等の監視を実施しており、今後関係

機関とも連携を図りながら放置船舶の解消に努めてまいる所存でございます。御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川香織議員。 

 

１ 番（小 川） 

１０９隻もあった廃船、放置船が半数に減ったということは、とても驚きました。ま

だまだ課題も多いとは思いますが、今後も漁業を支援、応援していただけるようお願い

します。 

また、町内外に様々な東串良のすばらしい事業や魅力を発信していただけるよう、こ

のコロナ禍でありますが、いろいろなツールを使って、ぜひ町長のほう、また執行部の

ほうにも頑張っていただきたいと思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

以上で、一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

 

休  憩 午後１時５６分 

――――――◇―――――― 

再  開 午後２時０３分 

 

議 長（田之畑） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



会  議  の  経  過 

 

-42- 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５４号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第７号）を採決し

ます。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 議案第５５号 令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 議案第５５号 令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



会  議  の  経  過 

 

-43- 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５５号 令和２年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 議案第５６号 令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会 

              計補正予算（第２号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第４ 議案第５６号 令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５６号 令和２年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会

計補正予算（第２号）を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 議案第５７号 令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特 

              別会計補正予算（第１号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 議案第５７号 令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５７号 令和２年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特

別会計補正予算（第１号）を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
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◆ 日程第６ 議案第５８号 令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第６ 議案第５８号 令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５８号 令和２年度東串良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第７ 議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第７ 議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５９号 令和２年度東串良町水道事業会計補正予算（第１号）を採

決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで、本日の日程は全部終了しました。 

次の本会議は、９月２８日午前１０時より会議を開きます。 

本日はこれで散会します。 

 

散  会    午後２時０９分 
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開   会    午前１０時００分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

直ちに議事に入ります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 議員派遣の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件は、会議規則第１２９条の規定により、別紙のとおり派遣することにし

たいと思います。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、別紙のとおり派遣することで可決されました。 

お諮りします。 

ただいま議決されました議員派遣の件について、派遣目的、派遣場所、派遣期間、派

遣議員に変更があった場合、議長に一任されたいと思います。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件について、変更があった場合、議長に一任することに決定

しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 陳情第５号 永峯地区農道の道路整備について 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 陳情第５号 永峯地区農道の道路整備についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員会委員長 児玉勇治議員。 

２番 児玉勇治議員。 
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２ 番（児 玉） 

ただいま議題となりました陳情第５号 永峯地区農道の道路整備について、委員会の

審査結果を報告します。 

本件の審査は９月２４日に委員会を開き、陳情者及び建設課長の立会いの下、現地に

て陳情箇所の現状等について説明を受け、調査しました。 

陳情箇所は、延長１４０メートルの農道で、舗装がされていないため路面が凸凹し、

雨天時は水はけが悪く水たまりができていました。 

農道に隣接する田畑には、施設園芸用のビニールハウスが数件建てられており、日常

の農作物の管理や出荷においても通行の不便さを確認しました。 

以上を踏まえ審査した結果、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であるとし

て、全会一致で採択すべきものと決定したところであります。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから陳情第５号 永峯地区農道の道路整備についてを採決します。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 
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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 陳情第６号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前進 

             を求める陳情 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 陳情第６号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前

進を求める陳情を議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員会委員長 児玉勇治議員。 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいま議題となりました陳情第６号 国の責任による「２０人学級」を展望した少

人数学級の前進を求める陳情について、委員会での審査結果を報告します。 

本件については、９月２４日に開会した教育産業常任委員会で、陳情の内容等につい

て審査したところです。 

この陳情は、少人数学級の実現のために、教職員の増と教室の確保を国の責任におい

て進めるようにといった内容の意見書を国の関係機関へ提出してほしいとの内容であり

ます。 

審査の結果、コロナ禍における教育環境の改善を推進し、子供たち一人一人に行き届

いた教育を保障するためには、２０人学級を展望した少人数学級の実現が必要であり、

国の責任で行うことを求める本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であるとして、

全会一致で採択すべきものと決定したところです。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 



会  議  の  経  過 

 

-4- 

討論なしと認めます。 

これから陳情第６号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前進

を求める陳情を採決します。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 発委第２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪 

             化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

 

議 長（田之畑） 

日程第４ 発委第２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書を議題とします。 

本案について、趣旨説明を求めます。 

新型コロナウイルスに係る調査特別委員会委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園ミキ議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました発委第２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方

財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について、提案理由を説明し

ます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による社会的・経済的影響は甚大なものがあり、住

民の日常生活の苦難と不安が続いている中で、今後の地方財政は地方税・地方交付税の

大幅な減少等によりかつてない厳しい状況になることが予想されます。 

このため、行政サービスを安定的かつ持続的に提供していく上で、国に対して地方

税・地方交付税等の一般財源総額の確保・充実を強く求めるものであります。 

よろしく御賛同のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから発委第２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

ただいま議決されました発委第２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について、その条項・字句・数

字・その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、条項・字句・数字・その他の整理を要するものについては、その整理

を議長に委任することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 発委第３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前進 

             を求める意見書 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 発委第３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前
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進を求める意見書を議題とします。 

本案について、趣旨説明を求めます。 

教育産業常任委員会委員長 児玉勇治議員。 

２番 児玉勇治議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいま議題となりました発委第３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少

人数学級の前進を求める意見書について、提案理由を説明します。 

コロナ禍における教育環境の改善を推進し、子供たちの命と健康を守りながら一人一

人に行き届いた教育を保障するためには、２０人学級を展望した少人数学級の実現が必

要であり、国策として国の責任で行うことが重要であります。 

この少人数学級の実現のために、教職員の増と教室の確保を国の責任において進める

ように、国の関係機関に対し意見書を提出しようとするものであります。 

よろしく御賛同のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから発委第３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前進

を求める意見書を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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お諮りします。 

ただいま議決されました発委第３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少

人数学級の前進を求める意見書について、その条項・字句・数字・その他の整理を要

するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、条項・字句・数字・その他の整理は議長に委任することに決定しまし

た。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第６ 議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

              営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 

              について 

 

議 長（田之畑） 

日程第６ 議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 宮地利雄議員。 

 

９ 番（宮 地） 

確認を取っておきたいと思います。担当課長に伺います。 

議案第５２号もそうですけれども、この議案第５１号、本町における該当する施設

の有無についてですが、これは全協の中ではないということでしたので、そのことだ

けを確認したいと思いますが、該当する施設は本町にはなしという理解でよろしいで

すね。 

 

議 長（田之畑） 

福祉課長。 

 

福祉課長（吉 永） 

お答えします。 

今、議員がおっしゃったとおりでございます。 
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議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５１号 東串良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第７ 議案第５２号 東串良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

              定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

議 長（田之畑） 

日程第７ 議案第５２号 東串良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第５２号 東串良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第８ 議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

              基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

議 長（田之畑） 

日程第８ 議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る１０日の会議で終わっておりま

すので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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討論なしと認めます。 

これから議案第５３号 東串良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第９ 議案第６０号 損害賠償の額を定めることについて 

 

議 長（田之畑） 

日程第９ 議案第６０号 損害賠償の額を定めることについてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第６０号 損害賠償の額を定めることについて御説明申し上げます。 

町が所有する公用車を会計年度任用職員が運転中の交通事故による人身事故への損

害を賠償するため地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により議会の議決を求め

るものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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討論なしと認めます。 

これから議案第６０号 損害賠償の額を定めることについてを採決します。 

本件は、このとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１０ 議案第６１号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第８号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第１０ 議案第６１号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第８号）を議

題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第６１号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第８号）について御説明申

し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，７００万円を追加し、歳入歳出それぞ

れ７４億７００万円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よるところでございます。また、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によると

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第６１号 令和２年度東串良町一般会計補正予算（第８号）を採決し

ます。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１１ 認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１２ 認定第２号 令和元年度東串良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

              認定について 

◆ 日程第１３ 認定第３号 令和元年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別 

              会計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１４ 認定第４号 令和元年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定） 

              特別会計歳入歳出決算認定について 

◆ 日程第１５ 認定第５号 令和元年度東串良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算認定について 

◆ 日程第１６ 認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

              認定について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１１ 認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第１６ 認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定についてまでの６件を一括議題とします。 

各件について、委員長の報告を求めます。 

決算審査特別委員会委員長 牧原完治議員。 

４番 牧原完治君。 

 

４ 番（牧 原） 

ただいま議題となりました認定第１号から認定第６号について、委員会での審査結果

を報告します。 

別紙を御覧ください。読み上げて報告に代えます。 
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決算審査特別委員会報告書 

９月１０日に開会した令和２年第３回東串良町議会定例会（９月議会）の本会議にお

いて、委員８名で構成する決算審査特別委員会が設置され、令和元年度一般会計及び５

特別会計の決算審査が付託されました。 

決算審査については、本委員会の審査結果が執行部において次年度の予算編成や行政

執行に生かされるよう、９月議会の会期中に実施しました。 

以下、審査の経過並びに結果について報告します。 

本委員会は、令和２年９月１６日・１７日・１８日の３日間において各課の書類審査

を行い、また、９月２３日に令和元年度事業の成果等を把握するため、次の６か所の現

地調査を実施しました。 

・東串良町有機堆肥センター施設等整備事業（農林水産課関係） 

・柏原海岸トイレ補修工事（企画課関係） 

・円山公園芝張り工事（企画課関係） 

・コミュニティ広場トイレ新築工事（企画課関係） 

・コミュニティ広場ウォーキングコース設置工事（企画課関係） 

・コミュニティ広場スリーオンスリーバスケットコート設置工事（企画課関係） 

審査の進め方は、主要な施策の成果説明書により担当課長から説明を受け、併せて補

助団体について説明を求めました。その後、質疑応答という方法で行いました。 

審査に当たっては、次の点に主眼を置き審査しました。 

一．予算執行は計画的かつ効率的に行われたか。 

一．予算計画に対する実績は妥当であり、かつ行政効果や経済効果はあったか。 

一．町民にとって事業効果があったか、などです。 

審査の結果、９月２５日に開催した委員会において令和元年度東串良町一般会計及び

５特別会計の決算を全会一致で認定すべきものと決したところです。 

なお、決算の内容について審査し、業務の執行の適正を確保することは、住民の代表

であり、議決機関である町議会に与えられた権限です。執行部において次年度の予算編

成の過程においては、決算の状況などを勘案した議会からの積極的な意見等を反映でき

るよう、次のとおり今回の審査における事業の評価や政策的提案を行い、本委員会の報

告とします。 

１．特に評価する意見のあった施策 

・議会は、議会基本条例にのっとり町民との意見交換会を実施し、住民の意見を広く

聞く機会を設けている。意見交換会では、防災をテーマに取上げ、防災・減災特別委員

会が行政視察等で調査し情報収集した内容も活用され、また、住民からの意見に対する

調査も行い、防災に関する情報発信も積極的に行っている。 

・海岸漂着物等地域対策推進事業及びビーチクリーナーの活用により、柏原海岸のご

み撤去に努めている。今後も継続的な事業推進を望む。 

・ふるさと納税は、自主財源の確保に大きく寄与している。 

・柏原地区における初の定住化促進事業の実施及び東串良町移住者促進事業補助金の

活用による政策は、人口増加につながっている。 
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・円山公園内の芝張り、コミュニティ広場内のウォーキングコース及びスリーオンス

リーバスケットコートの設置並びにルピナスロードの改修により、町民の憩いの場が整

備され健康増進対策としても寄与している。 

・東串良町鳥獣被害対策協議会の活動により、有害鳥獣の捕獲実績が上がっている。 

・東串良町有機堆肥センターは、老朽化した施設の改修工事を行ったことにより、堆

肥生産の性能が向上し、より多くの農家へ供給できるようになっている。 

・小学校にクーラーが設置され、快適な教育環境の整備ができている。 

・学校においては、ＰＤＣＡサイクルに基づき実態把握と課題の明確化を図り、学校

運営の推進がなされている。 

・充実した保健事業により、生活習慣病予防及び疾病の早期発見に取り組んでいる。 

・保育園の副食費の補助により、子育て世代の負担軽減が図られている。 

・障がい児に対してサービス利用料の助成など、支援事業が充実している。 

・季節性インフルエンザ任意接種費用助成事業では、特に１３歳未満の子供を対象に

２回目の予防接種も対象としていることから、保護者の負担軽減が図られるとともに罹

患予防に役立っている。 

・集落などを単位としたいきいき体操やころばん体操等の普及で、高齢者の元気度ア

ップ事業が推進されている。 

・柏原海岸のトイレやコミュニティ広場のトイレ等、町内の公共施設のトイレは、

徐々に洋式化されている。 

２．特に指摘の政策的提案について 

・町民と議会との意見交換会は、町民への周知方法とテーマの選定方法に工夫が必要

である。 

・資金運用は、財政状況及び社会情勢等を見ながら確実な運用を望む。 

・滞納繰越となっている過年度分の国民健康保険税の徴収率が悪い。悪質な滞納者に

は保険証を渡さないなどの対策が必要である。 

・徴収の専門員を配置し、徴収の強化を図るためにも滞納処分を積極的に進め、税の

公平性に努めるべきである。 

・高齢者や交通弱者の交通手段については、環境に配慮した町営バスや交通チケット

等を検討すべきである。 

・地方創生推進事業により２件の古民家を活用し改修したシェアハウスが整備されて

いるが、まだまだ活用が少ない。その整備の目的を十分に踏まえ、関係機関等との連携

を図り事業効果が発揮できるように対策を講じるべきである。 

・柏原地区における人口減少は喫緊の課題である。町当局と議会、町民の知恵と工夫

を総結集してこの課題に取り組むべきである。 

・町花ルーピンの管理等については、引き続き万全の対策を望む。 

・中央地区水道の有収水率が依然として低い。今後も継続して徹底した漏水調査等を

実施していくべきである。 

・建設課職員は現場での工事関係者への指導など、相応の専門的知識を必要とする。

職員配置については技術職員の採用を進めるべきである。 
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・令和２年７月から農業委員及び農業推進委員も人員増となった。今後は、水土里サ

ークル事業との連携を図りながら、耕作放棄地の解消に継続的に努めるべきである。 

・堆肥センターの機器については、家畜糞尿を取り扱うため腐食が進みやすい。また、

異物混入により損傷を受けやすいので定期的な点検・整備を求める。 

・姉妹都市の協定を結び、人と物の交流が図られる政策を進めるべきである。 

・児童・生徒の学力・体力向上については、継続的かつ即効性のある対策が望まれる。 

・６５歳以下の死亡率が高い。健康管理と疾病の早期発見のため、今後もさらなる健

診への啓発や保健指導が望まれる。 

・補助団体において、決算繰越額が多額となっている団体を散見した。補助金交付の

趣旨を十分に周知するとともに、活動目的を達成できない場合、補助金は減額するか交

付しないとすべきである。 

・総合センターや高齢者福祉センターなど公共施設の老朽化が激しく、今後において

こうした施設の修繕費など多大な財政支出が懸念される。真に必要な施設を再検討し、

また災害時の避難所としての機能も併せ持つ複合施設の整備に向けて早急な検討を進め

るべきである。 

・本町の安定した行財政運営のためには、今後とも地方交付税や国有資産等所在市町

村交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金等の制度維持を引き続き政府に強く求めてい

く必要がある。かつ、石油貯蔵施設立地対策等交付金については、一般財源化への取組

として全国石油備蓄協議会等での積極的な要望活動を求める。 

また、町税等の収入未済額の解消など自主財源の確保に万全を期すことを求める。 

以上です。よろしく御審議願います。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから各件ごとに討論、採決を行います。 

まず、認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定について、これ

から討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 
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これから、認定第１号 令和元年度東串良町一般会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

次に、認定第２号 令和元年度東串良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第２号 令和元年度東串良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

次に、認定第３号 令和元年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計歳

入歳出決算認定について、これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第３号 令和元年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会
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計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

次に、認定第４号 令和元年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会

計歳入歳出決算認定について、これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第４号 令和元年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特

別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

次に、認定第５号 令和元年度東串良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第５号 令和元年度東串良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

次に、認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第６号 令和元年度東串良町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本件は認定することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題といたします。 

各委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配りまし

た所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

委員長から会議規則第７５号の規定により、お手元に配りました本会議の会期日程

等議会の運営に関する事項及び議長の諮問に係る事項について、閉会中の継続調査の

申出があります。 

お諮りします。 

委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和２年第３回東串良町議会定例会を閉会します。 

 

閉  会    午前１０時４３分 
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